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○午前１０時００分開会 

○田中委員長 

 ただいまから厚生委員会を開会いたします。 

 本日は、お手元に配付しております審査・調査予定表のとおり、議案審査、請願・陳情審査およびそ

の他を予定しております。 

 なお、机上に配付しております令和７年陳情第１８号の写しは、議長より参考送付を受けたものでご

ざいます。後ほどご確認ください。 

 本日も、効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。 

 予定表１の議案審査に入る前に、一点ご連絡です。前回の厚生委員会の中で質問いただきました地域

医療連携を取り扱う委員会は、まちづくり・公共交通推進特別委員会の正副委員長と確認し、あくまで

も新庁舎および大井町周辺地区に関することに大井町周辺の災害時の医療体制が含まれるとのことです

が、品川区全体の地域医療連携等については厚生委員会で取り扱います。よろしくお願いいたします。 

 本日は６名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。 

 また、その中で１名の方から録音申請が出ておりますので、これを許可いたします。 

                                              

１ 議案審査 

 ⑴ 第８３号議案 品川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条

例の一部を改正する条例 

○田中委員長 

 それでは、予定表１の議案審査を行います。 

 初めに、⑴第８３号議案、品川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関

する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 それでは、私から、第８３号議案、品川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基

準等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 資料をご覧ください。まず、１の改正理由です。令和５年４月１日に改正されました「児童福祉法に

基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」によりまして、指定児童発達支援事

業所と認可保育所等が併設されている場合は、両施設における一体的な支援（インクルーシブ保育）を

可能とするよう、設備・人員の規定が緩和されております。 

 ２段目ですが、一方、東京都では認可保育所等に含まれない認証保育所におけるインクルーシブ保育

を実施可能とするため、令和７年４月１日付で関係条例を改正いたしました。児童相談所設置区である

品川区としましては、指定障害児通所支援事業所の支援事業の人員、設備等の条例を区で定めておりま

すので、今般の東京都の条例改正による指定児童発達支援事業所と認証保育所が併設されている場合の

インクルーシブ保育を可能とするため、改正を行うものであります。 

 次に、２の改正内容です。区条例で定める基準は国を踏まえて定めておりまして、改正理由でもご説

明したとおり、指定児童発達支援事業所と認証保育所によるインクルーシブ保育の実施に当たりまして、

指定児童発達支援事業所の設備・人員の兼務・共用につきまして、規定整備を行うものとなります。 

 次に、３の改正案につきましては、別紙新旧対照表をご覧いただければと思います。電子の資料では
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２ページ目から３ページ目にかけてです。左が改正後、右が改正前となっております。こちらの第２条

ですけれども、今回、新たに条例で定める基準等の用語について定義するために追加するものでござい

ます。 

 改正後、第３条につきましては、もともと区条例で定める基準は国を踏まえて制定しておりましたが、

今回の改正で東京都の基準の内容を追加いたしますのでそのことを記載したもの、併せまして、第２条

で用語を定義しまして国基準を省令としましたので、記載のとおり改めるものでございます。 

 続きまして、改正後の第４条が今回の改正で規定する基準となります。１は、指定児童発達支援事業

者がインクルーシブ保育を実施する際に、従業者を認証保育所の保育に従事させることができるという

人員配置の基準で、２は、事業所の設けている設備を認証保育所と兼ねることができるという設備の基

準を新たに定めるものでございます。 

 最後に第５条です。改正前の第３条が条ずれするもので、併せて児童発達支援という用語が第２条で

定義されましたので、下線部の文言を削除したものでございます。 

 資料にお戻りいただきまして、４、施行予定日は交付の日としております。 

 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○田中委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○あくつ委員 

 ご説明ありがとうございました。東京都の条例改正に準じた形での品川区の条例改正ということでの

理解をいたしております。文教委員会等でも、施設は違いますけれども今回と同様の改正があるという

ことで、会派でも確認をさせていただきました。内容は特に当然反対するものではなくて、粛々と進め

るべきものと思っているのですが、２点だけ確認させてください。 

 １点は、今回この対象となる施設が品川区には既にあるのか、存在しているのかどうかということと、

あとは、これは認証保育所ということですけれども、認可保育所等ではこういう施設が品川区内には既

にあるのかどうか、この２点だけ確認をさせてください。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 １点目、今回の改正の認証保育所と児童発達支援事業所の併設ですけれども、こちらについては、区

内には現在、対象になっている事業所についてはございません。 

 質問の２つ目、認可保育所等につきましては、区内に１か所、現在併設されている事業所があるとい

うことを確認しております。 

○あくつ委員 

 差し支えなければ、認可保育所等はどちらの業者なのか、今回の対象ではないのですけれども教えて

いただければと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 認可保育所等は、児童発達支援の事業所としましてはコペルプラス西五反田というところで、そちら

の併設の保育園はウィズブック保育園西五反田と確認しているところでございます。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

○鈴木委員 
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 今回は東京都が認証保育所との併設ということでの条例改正ということなのですが、国の省令では

「認可保育所等」となっているので、国のほうでは認可保育所も対象ということなのかなと思ったので

す。東京都が認証保育所だけにしたというのは何か理由があるのかを１点伺いたいのと、それから、こ

の２つの施設が併設されることによって設備や人員の共用・兼務ができるというようなことなのですけ

れども、具体的にはどのように変わるのかというのがちょっとよく分からないので、例えば人数は少な

くて済むということになるのか、そこの具体的なところがどのように変わっていくのかということをお

聞かせいただきたいと思います。 

 それともう一つ、認証保育所と指定児童発達支援事業所の併設ということなのですけれども、今後併

設されるということは想定されるのか、その点についても伺います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 順にお答えさせていただきます。まず、今回、認証保育所だけなのかというところです。もともと区

の条例の基準が国の基準を踏まえて基にして制定しているものでございますので、認可保育所等につき

ましては、これまでの区の条例で併設の場合の兼務等が可能であったというようなところでございまし

て、ただ、その認可保育所等に東京都の定める認証保育所が含まれていなかったというところで、今般、

東京都が改正しましたので、そちらも含められるように区の条例も改めるというような内容でございま

す。 

 続いて、どのように具体的に変わるかというところですけれども、今回の内容自体が児童発達支援と

保育等で交流、一緒に過ごす時間を持つというところにおいて、特有の設備、保育施設とか、あとは人

員といったところを兼務して一体的な支援を行うことができるというようなところでございますので、

全ての時間を一緒に行うということではなく、それぞれの支援に支障が生じない範囲で交流を行うこと

がそれぞれの設備と人員を共有してできるというような形での制度となっているところでございます。 

 ちなみに今後というところでございますけれども、認証保育所の設備等は認可保育所等よりも広さと

いったところに違いがございますので、すぐにそういった併設される事業所ができるというようなとこ

ろは確認できていない状況でございます。 

○鈴木委員 

 ということは、認可保育園と指定児童発達支援事業所が１か所もう既に品川区で併設されているとい

うことなのですけれども、これはもう既にそういうような形で併設の緩和というのか、そこら辺のとこ

ろがもう実施されている、それに加えて今回は認証保育園がプラスされるということで捉えていいので

しょうか。 

 それと、インクルーシブ保育というのはすごく大事なことだと思うのです。そういうところでそれが

できていくということはすごく大事なことだと思うのですけれども、それをトータルすることによって

保育園で勤務していた方が児童発達支援の子どもたちを見ることもできるよということになるというこ

とです。そういう併設で一緒に見ることによって人数が少なくて済むということになるのか、そこのと

ころだけ確認させていただきたいと思います。実際に認可保育園でなっているところが具体的にどう

なっているのかということを教えてください。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今回の改正で、先ほど、区内に事業所が１つあるというところでございます。先ほどの説明で申し上

げたとおり、国の制度改正は令和５年に行われておりますので、併設されている事業所におきましては

区のほうの条例も横引きしておりますので、今回の内容につきましては既にできる状態にあったという
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ようなところでご理解をいただければと思います。 

 それから、今回の改正によってというところですけれども、そもそもそれぞれの事業における指定に

つきましては、それぞれの基準を満たした上で併設されている場合はそこの兼務ができるというような

内容になっておりますので、それぞれの児童発達支援、保育に係って人員等を兼務することによって少

なくできるというような形の制度にはなっていないところでございます。 

 それぞれの保育園、それから児童発達支援に関しての基準はそれを満たした、当初の基準を満たした

上で事業所として開設する形になっておりますので、あくまでも交流を行う部分において、本来児童発

達支援の従業者の方が保育園のお子さんを見たりとか、逆に保育園の従業者が障害児を見たりというよ

うな形ができるというようなことでございますので、そこに勤めている従業者自体が少なく設定できる

といったようなものではないということになります。 

○鈴木委員 

 もちろんそれぞれの施設の指定ということになるので、その施設そのものの基準というのは当然それ

をクリアした基準での配置ということになると思うのですけれども、ここの場合ではインクルーシブ保

育を実施する場合というところで、実際に一緒に保育をするというそのときの場合に何対何ということ

は守られるということで考えていいわけですか、そこのところの基準緩和という意味がいま一つよく分

からないのでご説明いただきたいということで先ほどからお願いしているのです。多分これはインク

ルーシブ保育を実施する場合の人の配置というのが共用・兼務することができるというようなことにな

ると思うのですけれども、でもその人数に対しての配置基準というのはしっかりと守られるということ

で、それが少なくていいよということになるわけではないということで確認させていただきたいと思っ

ているのですけれども、いかがでしょうか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 条例改正の内容のとおりですけれども、例としましては保育園の従業者が支援に支障がない場合に

限って障害者の支援に直接従事するようなこともできるということになりますので、委員のご指摘のと

おり、一緒に保育するところに対して人員の基準を緩和して少ない基準で保育するというような形では

ないというような内容となっております。 

○鈴木委員 

 そこが確認させていただければ。 

○田中委員長 

 児童発達支援事業所の配置基準、それと認証保育所の配置基準があって、兼務ができるのですけれど

も、それぞれの配置基準を緩和するという意味ではないのかというご質問です。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 委員長おっしゃるとおり、そちらのもともとの事業所の基準を緩和するものではございません。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いします。 

○えのした副委員長 

 賛成いたします。 
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○大倉委員 

 賛成です。 

○あくつ委員 

 賛成いたします。 

○鈴木委員 

 賛成です。 

○吉田委員 

 賛成します。 

○やなぎさわ委員 

 賛成です。 

○田中委員長 

 それでは、これより、第８３号議案、品川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 

                                              

 ⑵ 第７１号議案 令和７年度品川区一般会計補正予算（歳出 厚生委員会所管分） 

○田中委員長 

 次に、⑵第７１号議案、令和７年度品川区一般会計補正予算（歳出 厚生委員会所管分）を議題に供

します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○東野福祉計画課長 

 それでは、第７１号議案、令和７年度品川区一般会計補正予算（歳出 福祉部の所管分）につきまし

て、一括してご説明申し上げます。 

 補正予算書、１６ページをご覧ください。中段になります。３款民生費、１項社会福祉費、１目福祉

計画費につきましては、２列右の４６２万３,０００円を追加し、３０億２,６３６万８,０００円とす

るものでございます。補正額の財源内訳は都支出金が４５０万３,０００円、一般財源が１２万円でご

ざいます。 

 次に、４目、高齢者福祉費につきましては、２列右の３,９９６万３,０００円を追加し、 

８９億８,７１４万６,０００円とするものでございます。 

 内容についてです。右側１７ページに参りまして、民生委員活動経費および高齢者福祉施設支援事業

費をそれぞれ補正計上するものでございます。民生委員活動経費の詳細につきましては、福祉計画課資

料を併せてご覧ください。東京都の令和７年度予算編成では、地域の見守り体制を維持するためとして、

民生・児童委員活動費の引上げが行われました。歳入は東京都負担金１０分の１０でございます。区で

は連動する当初予算措置が間に合わなかったため、区の民生・児童委員に係る活動費引上げ分、合計
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４５０万３,０００円を今回補正するものでございます。一般の民生・児童委員は月１,２００円の増額

となり、活動費月額は１万円となります。民生・児童委員の人数ですが、サイドブックス掲載の

３１２名が正しい人数でございます。直前にお送りしました資料が間違っておりましたら、ご訂正をお

願いいたします。また、これと併せまして、民生・児童委員活動を補助する民生・児童委員協力員

１０名への活動費についても区の加算金を月額１,０００円引き上げまして、合計１２万円を区の単費

として今回補正計上をいたします。協力員の活動費月額は７,３００円となります。両活動費は四半期

ごとに支給しているため、差額分を含めた加算後の活動費支給は９月となります。 

 高齢者福祉施設支援事業費の詳細につきましては、所管課長よりご説明をいたします。 

○菅野高齢者福祉課長 

 それでは、私より、高齢者福祉施設支援事業費の詳細の部分についてご説明させていただきますので、

サイドブックスの２ページ、３ページをご覧いただければと思います。 

 まず、２ページの訪問介護サービス事業所安定運営支援金についてです。１、背景・目的ですが、令

和６年度の介護報酬改定により、訪問介護は基本報酬が引き下げられました。訪問介護は在宅生活の要

であります。事業所の減収によりサービスの縮小や事業の休廃止につながるおそれがあり、利用者の在

宅生活に影響を与えてしまう可能性があります。そこで、次回の介護報酬の改定があるまでの間、介護

報酬の減額分に対し給付することで、事業所の運営を支援するものです。 

 ２、対象は、区内訪問介護事業所５８事業所です。 

 ３、事業概要です。（１）給付額は、訪問介護の介護報酬の２.５％分を支援金として支給します。 

 （２）給付要件は、令和７年４月以降のサービス提供分とし、同一建物減算を算定している場合は対

象外といたします。 

 ４、補正予算額は３,９３０万円となっております。 

 ５、今後の予定です。９月までに事業の内容の詳細を固め、周知し、１０月から申請受付を開始する

予定です。 

 次に、３ページの介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金についてです。１、背景・目的です

が、原油価格高騰の影響を受けながらも継続して介護サービスを提供している事業所を支援するために、

その運営事業者に対し支援金を交付するものです。 

 ２、概要です。区内に所在する地域密着型通所介護事業者等が利用者を送迎するために使用する自動

車の燃料費用の高騰相当分に対し、一定額の支援金を交付します。 

 ３、事業内容です。（１）対象事業所は、民設民営の地域密着型通所介護事業所と認知症対応型通所

介護事業所の計２６事業所です。 

 （３）支援金額は、自動車１台当たり月額１,７００円掛ける月数です。 

 （４）対象期間は、令和７年４月１日から９月３０日までの６か月間です。補正予算額は６６万３,

０００円となっております。 

 ４、今後の予定です。８月に対象事業所へ周知し、１０月から申請受付を開始する予定です。 

○田中委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 まず、民生・児童委員等活動費について伺います。東京都が活動費を引き上げたということですけれ
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ども、これの引上げの理由はどういうことで引き上げられたのか、１点伺います。 

 それから、活動費の引上げによって活動費が幾らから幾らになったのか、それも教えてください。 

 それから、引き上げられた額はどういうところから導き出されたのか、その引上げ額の根拠について

も、分かったら教えていただきたいと思います。 

 それから、協力員という方は、先ほど１,０００円値上げになって７,３００円になったということで

ご説明があったのですけれども、これは民生・児童委員の協力員で、合わせて３１２名ということで、

定数３２５名に対して若干少ないとことでこの数字を書かれているのですが、民生委員のほうが事務事

業概要のところで２９９人の定員に対して２６６人ということで、３３人定員を満たしていないという

ことが書かれていました。そのことに対しては、今回の引上げによってそれが解消されるという見通し

があるのか、３３人足りないというのはかなり大変な足りなさではないかなと思っているのですけれど

も、その点については区としてどう考えられているのか、特に大崎第一のところが３４人に対して

２４人ということで極端に少ないなと思ったのですけれども、そこら辺のところは区としてどう考えて

いるのかについて伺いたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、都の活動費の引上げの理由でございますが、こちらにも記載していますとおり地域の見守り体

制を維持するためということで、東京都から聞いている内容でいきますと、民生委員の成り手不足に対

応するうちの一つの方策としてという部分があると聞いております。また、活動費の引上げだけではな

くて、民生委員の負担軽減などについても東京都のほうからもいろいろ指示があるものでございますし、

区のほうでも取り組んでいるものでございます。 

 活動費の具体的な数字でございますが、先ほど一般の民生委員は１,２００円増額となって月額 

１万円とお話をさせていただきました。このほか、地区会長が同じく月１,２００円増額となりまして、

月額でいきますと１万４００円。それから、１３地区の代表会長につきましては月額２,０００円増額

となりまして、１万６,３００円となっております。 

 こちらの根拠でございますが、物価高騰などに対応するということの指数などを掛け合わせていると

伺っております。 

 それから、協力員は１０名分ということなのですけれども、こちらにつきましては、東京都のほうで

は特に引上げとかは行っておりませんので、区の単費として加算金の分を若干引き上げさせていただい

たものでございます。 

 民生委員が足りない、いわゆる不在地区は現在３４地区ございます。こちらの解消の見通しといたし

ましては、若干ではございますが活動費を引き上げることによりまして、僅かではございますがこれを

機に民生委員の成り手が増えていただければというところで考えているものでございます。現在、ちょ

うど今年度、民生委員の一斉改選というものがございまして、それに向けて各地区、町会などから推薦

をいただいているものでございます。もう少したちますと全部の集計が出てきますので、そこで増減が

また分かってくるかと思っております。大崎第一地区は確かに不在地区が多い地区でございまして、こ

ちらにつきましては都心化、マンション化しているようなところですとか、それからやはり町会などで

の成り手不足、高齢化も進んでおりますので、成り手不足というものが挙げられます。不在地区に対し

てはできるだけ推薦いただけるように、今回の一斉改選の説明でも各町会のほうへ申入れをしていると

ころでございます。 

○鈴木委員 
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 ありがとうございました。本当に民生委員の方の活動には頭が下がる思いで、地域のために頑張って

いただいて、丸々本当にボランティアという形でやっていただいて、地域をどうつくっていくのかとい

うのは町会の活動から、高齢者クラブの活動から様々課題がある中で、今回こういう形で若干ですけれ

ども活動費が上がったということはよかったなと思っています。 

 あと、引き続いて伺いたいのですけれども、次の訪問介護サービス事業所の減収補填の部分について

伺いたいと思います。介護報酬が引き下げられて、減収補填をぜひしていただきたいということはこの

委員会でも何度も要望させていただきましたし、要望書等も共産党としても出させていただいて要望さ

せていただいてまいりましたので、これが実際にこういう形で実施されることになって、本当に画期的

なことであり、大きく評価をしたいと思っています。 

 その上で若干伺いたいのですけれども、ここのところでサービスの縮小や事業の休廃止につながるお

それがありというようなことで書かれているのですけれども、第１回定例会の代表質問で、この５年間

で休廃止となった訪問介護事業所は１２か所ということでの答弁だったのですけれども、その後、たし

か令和６年度で２か所廃止になったという答弁もあったかと思うのですけれども、現在の時点でその後

休廃止となった訪問介護事業所というのが増えているのかどうなのかというのを、一点お聞かせいただ

きたいと思います。 

 それと、今回ここには５８事業所ということで、基本的に居住支援手当を受けているところが、これ

も対象になって申請していくことになっていくと考えられるのか、その点についても伺いたいと思いま

す。 

 それともう一つ、給付要件のところで、同一建物減算を算定している場合は対象外とするということ

であるのですけれども、この同一建物減算を算定している場合というのはどういうことなのかについて

も伺いたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 それでは、３点質問いただきましたので、順番にお答えさせていただきます。 

 まず、令和６年度以降、介護報酬が令和６年４月に改定されましたので、それ以降の廃止となった事

業所については、区内では４か所あると捉えております。ちなみに新規開設は３か所というところで、

トータルの数は増減で差引き１か所が減ったというような状況として捉えております。 

 そして２点目の居住支援手当は、こちらの事業所のほうで給与改定して働いている方の給料が上がっ

た場合に、それに対する補助をするというものです。今回の訪問介護事業所の支援金につきましては、

それぞれの毎月の介護報酬を基に事業者のほうに「お宅の事業所はこういった給付実績がありますよ」

というお知らせをさせいただいて、そこで申請してもらいますのでちょっと性質が異なるので、居住支

援手当を支給しているからといってこの要件になるとかそういうことではなく、事業所のほうでそれぞ

れの要件に合った手続をしていただければ、それぞれが支給されるというような仕組みとなっておりま

す。 

 そして、最後の同一建物減算につきましては同一建物減算の規定がございまして、例えば事業所と同

一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行う場合は１割の減算と

なる、また、あとは事業所と同一建物の利用者５０人以上にサービスを行う場合には１００分の８５と

なるので１５％が減算になるという介護保険法の規定がございます。今回、この同一建物減算を適用さ

れたところについて対象外とした理由としましては、もともとの国の調査で訪問介護の利益率が上がっ

た理由は、サービス付き高齢者住宅等の集合住宅のところに効率的に行っている事業所が利益率を押し
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上げたというところが理由となっておりますので、こちらの要件がそういったところの事業所に近い要

件になってくるのかなというところで、要件的に適用外という形でさせていただいております。 

○鈴木委員 

 同一建物減算を算定している場合というのは、本当にここのために全国の訪問介護事業所がすごい大

きな迷惑を被って、今回の自公政権が介護報酬の引下げを行う根拠にしたのがこれのもうかっていると

いうところを算定した結果、そういう介護事業所の介護報酬引下げということの大きな根拠とされてし

まったわけですから、ここのところを対象外とするのは当然のことなのだろうなと思います。実際にこ

れは品川区にこういう同一建物減算となっている事業所というのがあるのか、その点についても伺いた

いと思います。 

 それから、今回の給付額というのは訪問介護の介護報酬を請求して、国民健康保険団体連合会で確定

したことに対しての一律に２.５％分を支援金ということで給付するということで考えていいわけです

か、そのことも確認させてください。そうすると、区内の全事業所が対象になるというようなことで考

えていいのかということも確認させていただきたいと思います。 

 それからもう一つ、これは次回の介護報酬の改定があるまでの間ということで書かれているのですけ

れども、３年に一遍の介護保険の改正があり、今は第９期ということで、そのたびごとに介護報酬が改

定されるわけですけれども、それなので、令和６年、７年、８年と来年度いっぱいで令和９年度から改

定されていくわけです。そうすると、令和９年度に改定されるまでの間ということなのですけれども、

令和９年度になれば介護報酬が引き上げられるという見通しがあると考えているのか、もしこれが引き

上げられないままであったら、この給付制度というのは継続するということになるのか、その見通しと

かも併せて、分かる範囲で教えていただけたらと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 幾つかご質問をいただきました。まず、同一建物減算に当たるだろうという事業者が区内にあるのか

というご質問ですけれども、数か所あると認識をしておりますので、それぞれの給付実績が毎月出てき

ますので、実績を見ながら判断していきたいと思っております。 

 そして、給付費に対する２.５％の支援金という部分につきましては、実際は介護報酬の単価は時間

等によって多少パーセントが違うのですけれども、一律に２.５％という形で支給させていただく予定

です。そして、区内の全事業所を対象とさせていただく予定となっております。 

 あとは、次回の介護報酬の改定までというところですけれども、次回、国がどういう形で介護報酬、

訪問介護についてするかというのは、まだ国のほうも今いろいろ調査をしながら、そして今後も審議会

のほうで学識経験者や施設の方たち等を集めながら検討して決めていくという通常のプロセスを取りな

がら介護報酬が決まっていくと見込んでおりますので、その結果、見通しが立った時点でまた区として

は続けるかどうか、上がっていれば、解消されていればこの支援金は必要ないと思いますので、その辺

りは判断していくことになると思います。 

○鈴木委員 

 本当に介護の現場の状況というのは大変厳しいものがあって、本当にこのままいったら介護崩壊につ

ながっていくのではないかと危惧されるような状況ですので、こういう形で介護報酬の２.５％分を全

ての事業所を対象にして支援するというのは本当に評価するものです。 

 そのところで、あとこれは今後の検討をぜひしていただきたいなと思っているのが、事業所が他区に

あるけれども、その支店というか分室みたいな形で品川区に事業所があって、その事業所が区内の高齢
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者の訪問介護を、かなりの人数を実際に受け持って品川区で事業所展開している、だけれども事業所の

本部は他区にある、でも品川区の高齢者をたくさん受け持っているという、そういう品川区で事業所展

開をしているという事業所も今度は対象にしていただけるようにぜひご検討いただきたいと思うのです

けれどもいかがでしょうかということと、それから、この申請のやり方なのですけれども、介護報酬の

請求というのを毎月やると思うのですが、そのたびごとに申請するということになるのか、その点につ

いても教えてください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 まず、１点目は、事業所が他区にあって区内に分室があるサテライトと言われるような場合のケース

だと思います。こちらは、事業所がまずそもそもの指定が東京都の業務となっておりまして、東京都が

サテライト、分室を設けることに対していろいろ規定があって、許可を出すというような仕組みになっ

ていると捉えております。他区にある場合には、区内の事業所ですと、区内のほうで高齢者福祉課のほ

うで実地指導等で６年に一度のスパンの中で回るという形で確認ができるのですけれども、まず、事業

所の実態がつかみ切れないという部分もございますので、今回については区内事業所を対象とさせてい

ただくということになりまして、サテライトといった分室の部分については、なかなか実態がつかめな

いので対象外という形にさせていただいております。ただし、給付実績等を見ながら、今後そういった

ところも実態としてどうなのかというのはいろいろ見えてくると思いますので、確認等はしていきたい

と思っております。 

 そして、申請の仕方については、毎月の国民健康保険団体連合会から来た介護給付費を基に申請して

いただいてということにはなっておりますが、月ごとに申請していただくことも結構ですし、事業者に

よってはある程度まとめてという形でも、どちらでも受付は可能となっておりますので、その辺りは事

業者の事務負担にならないように申請していただければと思っております。 

○鈴木委員 

 次のもあるのですけれども、取りあえず一旦、皆さん、どうぞ。 

○田中委員長 

 ご配慮ありがとうございます。 

 ほかにご質疑がございましたらご発言願います。 

○えのした副委員長 

 ご説明ありがとうございます。先ほど民生委員の負担軽減ということで最大で月額２,０００円増額、

本当に地域の大変な担い手不足ということが今、高齢化もありますし、不在地区がこれだけ多いという

ことで、解消の見通しにもなるのかなというお話もありましたが、やはり地域で、これは厚生労働大臣

から、厚生労働省からの委嘱になっていますけれども、また区から選出をお願いされているというのは

町会、町会長になっているのですが、今度、年齢の上限が上がりました。そういうことがあっても、そ

れでもやはり担い手というのが出てこないというところがあるので、これは予算のところなので要望に

しますけれども、他の自治体でどういうような選出方法をされているのかとか、これから担い手不足の

解消の取組について、区のほうで新しいお考えがあればぜひ進めていただきたいと、これは要望で終わ

りにしておきます。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

○吉田委員 
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 ご説明ありがとうございました。それで、質疑の中で大分理解できてきたのですけれども、このたび

は訪問介護サービス事業者安定運営支援金ですので、あくまで事業所の運営の支援という理解でよろし

いですかということと、前に区が実施した、それは賛成、本当にいい事業だったと思うのですけれども、

働いている方たちのための居住支援という形で働いている方たちのための支援で、ただそのことが結構

事業所のいろいろな事務手続の負担になってしまって、その辺も配慮してほしいというご意見をいただ

いていたので、これについてはあくまで事業所の運営支援なので、事業所の負担を増やすような形の事

務手続にならないように配慮していただきたいと思っての質疑なので、その点については、例えば事業

所の意見を聴取したとか、手続的にこういう形で考えているのだけれどもというような意見聴取とか、

そういうことはされたのかどうか伺いたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 ご質問の、今回の訪問介護サービス関係の支援金の使い道の部分の指定についてなのですけれども、

居住支援手当については、委員おっしゃるとおり、あくまでもその方に支払った分という要件が提示さ

れておりましたが、今回の支援金につきましては、特に使い道の指定は高齢者福祉課としては設けてお

りませんので、その部分については従業員の方に還元するのか、事業所の経費として使われるのかとい

うのは事業所の判断にお任せするというような仕組みとさせていただいております。 

 あと、手続につきましては、先ほどの鈴木委員の質問にもありましたけれども、できるだけスピー

ディーに支給ができるようにということで月ごとの給付に対してというような場合と、そして場合に

よっては事務負担だということで何か月かまとめて申請してきてもそれは対応させていただくというと

ころと、あとは既存の高額介護サービス費というのがございまして、そこが該当する事業所があった場

合には区からお知らせをさせていただいて申請してもらうという仕組みがありますので、それと同じス

キームを参考にして区のほうで毎月の国民健康保険団体連合会からの給付費が出てきたときに金額を提

示して請求書を出してもらうという仕組みになっておりますので、事業者としては既存の手続にのっ

とった形でできると思いますので、スムーズにできるのではないかと考えて事業設計をさせていただい

ております。 

○吉田委員 

 分かりました。配慮されているということは理解いたしました。ただ、それがその事業所にとってど

う感じるかというのはまた別のことなので、今後も働いている方たちと、それから事業所の運営の負担

というのは常に考えながらいろいろな施策を打っていただければと思います。これは要望にとどめてお

きます。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

○あくつ委員 

 ご説明ありがとうございました。先ほどのやり取りを伺っていて、私の伺いたかったこともかなり質

疑していただきましたので、そのとおりだなと思うのですけれども、先ほどちょっと聞き捨てならかっ

たのが、今回の同一建物減算を算定している施設に迷惑を被っているという、私の父が昨年他界しまし

た。その最期、医療を非常に必要としている、ターミナルケアが必要としているという中で医療自体が、

今医療資源が本当に不足していて、なかなかそういった医療の施設に入れないという中で、訪問介護事

業所と訪問看護ステーション等が同居しているような、そういう施設でお世話になったのですけれども、

やはりそれは国が国として本来は整備すべきものがなかなか整備されていないという中での様々な工夫、
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ニーズの中でそういったところが、こういった報酬全体、先ほど根拠にされたという、訪問介護事業所

の報酬が引き下げられた根拠されたこと自体がという、そういうご趣旨だったとは思うのですけれども、

そういったニーズはあるということは、私は今の制度のはざまとしてあるのだろうなという中で、迷惑

という表現はちょっと違うのかなと私は感じましたので、それは一言申し上げたいと思います。 

 それと、今回の制度は私も大賛成だし、区長が記者会見でおっしゃられた資料、今回の委員会の資料

ではないのですけれども、まず第一に住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるようと

国は言っているにもかかわらず、在宅介護を推進しているのにもかかわらず訪問介護が減額されたとい

うことが一つ大きなきっかけであると。今回、品川区がこういったものに踏み切ったというのは、当然

訪問介護事業者を救済するということもあるのですけれども、高齢者施策として、引いてはここがやは

り一番大きな目的ではないのかなと、品川区の高齢者の方の訪問介護がおろそかになってはいけないと

いうことでこういったことをされたのだろうということで認識していますが、そういう認識でいいのか

が一つということです。 

 それと、もう一回、先ほどの鈴木委員の質疑の中で確認させていただきたいのですけれども、今回指

定事業者数が５８事業所あって、区内にも同一建物減算を算定している場合は対象外となると、これが

数施設あるというお話でしたが、今回のこの５８事業所の中に数施設あるという意味なのか、それとも

この５８事業所をそれは除いた数と、まさに今回の対象となるということなのか、私は聞き取れなかっ

たので、そこのところを確認させてください。 

○寺嶋福祉部長 

 前段のご質問にお答えさせていただきます。例えばサービス付き高齢者住宅に併設されている訪問介

護事業所が悪いということではないのです。必要な事業所できちんと指定を取ってやっている事業所な

ので、そのこと自体を否定するつもりは全くありません。それから、実際に前期の第８期のときに訪問

介護事業所の利益率が高かったということは、これも事実でございます。訪問介護事業所のほうの介護

保険全体がどういう調整をするかというと、利益率の高いところと低いところがあれば、当然全体のパ

イが決まっているので、それの均衡を図るような形で次の期に向けての調整があるので、前回高かった

訪問介護事業所が下がったというのは、やり方としては一つそういうルールでずっとやってきたという

ところがあるので、そのこと自体を評価として否定するわけにいかないというか、もし全部を上げると

なると保険料を上げなければならないので、それもまたご負担が増えるということにつながりますから、

それがまず１つ目の大きな考え方というようにご理解いただきたいと。 

 それから、訪問介護事業所の利益率が上がったことについては、サービス付き高齢者住宅の併設が悪

いのではなくて、併設している建物の人に全てをそこの併設事業者の訪問介護だけでケアプランを組ん

でいるということが問題であって、デイサービスに来られる方もいるでしょうし、ショートステイを使

う方もいるでしょうし、そういうケアプランをつくらなければいけないという、そこをしっかりと

チェックしなければいけないのですが、日本中にありますので、１つずつ全部それをチェックして、こ

こはいい・悪いということを国がやるのはなかなか難しいのだろうなと思います。それで、国としては

全体のパイの中で利益率というやり方で今のところ方針を決めているというのが実態です。そうなりま

すと、区としてできることは、そのやり方自体に対していい・悪いということではなく、品川区の実態

とその理由が合っていないので、今回こういう品川区の訪問介護を支えていただいている方たちの支援

をしたいということでの提案というのが趣旨でございますので、訪問介護が悪いということは、我々は

全く考えているものではないということは改めて申し添えておきたいと思います。 
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○菅野高齢者福祉課長 

 ２つ目の質問の、区内の今回対象として５８事業所の中に、今言ったような同一建物減算を算定して

いる事業所が該当しているのかというご質問についてですが、実態としては該当しているような事業所

があると見受けております。その辺りについては給付費等を確認しながら、また慎重に引き続き実施し

ていきたいと思っております。 

○あくつ委員 

 先ほどの質問の中で１点冒頭申し上げたように、品川区の高齢者のための今回の制度なのかというと

ころをもう一回確認させていただきというところがあります。もちろん、介護事業所、訪問介護事業所

の救済という言い方はちょっと上から目線なのかもしれませんけれども、そこはさっき部長からご答弁

いただいたそこの実態と合ってないと、そのとおりだと思いますので、そこのところの今回の差を埋め

るためのものだというのは理解できたのですけれども、では、何のためにそれをするのかという大本の

ところ、もう少し申し上げれば、品川区はどうしても子育てに力を入れているのではないかというよう

な批判が、批判というかお声が、これはちょっと実態とも違うのですけれども、そういうことではなく

て、高齢者のことにもしっかり力を入れていらっしゃるのだということを確認させていただきたいとい

う意味での質問でございました。 

 先ほどの５８事業所の中には幾つか含まれるということで確認させていただきましたが、当然そうい

うところは今回は対象にならないということも確認させていただきました。前段の部分だけご答弁いた

だければと思います。 

○寺嶋福祉部長 

 大変失礼いたしました。事業そのもの、究極的な給付のピンポイントの目的は、もちろん訪問介護事

業所が利益率のために引き下げられて困っているというところがあるのですけれども、そこを支援する

目的は何なのかというと、これはもちろん住み慣れた我が家で暮らしていくというのが区の介護保険の

大きなビジョンなので、そういう意味では区内の高齢者の方たちがいつまでも品川区で幸せに暮らして

いただけるように、そのために訪問介護事業所を応援するという趣旨でございます。 

○あくつ委員 

 ありがとうございました。言わずもがなというところがあると思うのですけれども、そのとおりだと

思いますし、先ほど申し上げた区長の記者会見の資料の中で、国が推進しているにもかかわらず基本報

酬を減額改定したということに対して区として、やはりそれは何らかのことをしなければならない、そ

れは品川区がこういったことをすることによってほかの自治体もこういったことに目を向けるようにな

ると思いますし、逆に東京都や国への問題提起になるのかなと私も思いましたので、あえて質問させて

いただきました。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

○やなぎさわ委員 

 訪問介護のサービス事業所安定運営支援金という非常にすばらしい提案をいただいたということで、

厚生委員会でも去年の１年間様々議論されて、こういった形は本当にありがたく思っております。 

 そこでちょっと確認なのですけれども、次回の介護報酬の改定があるまでということで、先ほど鈴木

委員ともやり取りがありましたけれども、基本的に考えれば２０２７年４月ということになりますが、

もしかしたら今、全国的というか、こういった訪問介護事業所の切迫した声というのは高まっておりま
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して、期中改定が臨時的に、２０２７年を待たない期中改定が行われる可能性もあるのではないかと期

待をしているのですけれども、そうなった場合というのは、この運営支援金というのはどうなりますか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 次回の改定は、通常の３年に１回の改定ですと、委員おっしゃったとおり２０２７年の４月からとい

うことになりますが、確かに報道等で期中改定もあるのではないかというようなことも耳にしたことは

ございます。そうなったときには、その改定がどのような形で訪問介護事業者の実態に沿っているのか

というところをしっかり検証しながら、この支援金を続けるかどうかの判断はさせていただく予定とな

ります。 

○やなぎさわ委員 

 ということは、例えば期中改定が行われましたと、ただ今回は２.５％という支援金ですけれども、

それが例えば期中改定が２％でしたと、０.５％下がると足りませんというときは、例えばその０.５％

分に切り替えて支援金を出すということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 細かい部分については、そうなってみないと分からないというところもございますが、例えば、今委

員おっしゃったような２％がどういう根拠で算出されたのかという部分も踏まえながら、区としてどう

いう対応をしていくかというのは考えていきたいと思います。 

○やなぎさわ委員 

 ありがとうございます。あと、今回の支援金によって１事業所で月に増え幅でいくと大体幾らぐらい

から幾らぐらい、何万円から何十万円ぐらいの月の支援金になるかという事業所ごとの大体の目安みた

いなものがもしありましたら教えていただきたいのですが。 

○菅野高齢者福祉課長 

 給付に対して２.５％ということになりますので、おそらく１万円から２０万円くらいの振れ幅があ

るかと思います。 

○やなぎさわ委員 

 月に１万円から２０万円ということは、年にすると１２万円から２４０万円分の支援金を出していた

だけるということで、非常にありがたく思っております。逆に言うと、今回の２０２４年の減収によっ

て、年１２万円から２００万円以上、２４０万円ぐらい減収した事業所があったという事実でもあると

思うのです。なので、より一層こういった支援が必要だということが今のご答弁で明らかになったので

はないかなと思います。先ほどの最初の期中改定の件も含めて、継続的にこの額が安定して次の改定ま

で確実に何かしらの形で支援が行き届くようにぜひお願いしたいと思います。これは要望で、答弁は結

構です。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

○鈴木委員 

 先ほどの私の発言がちょっと誤解を受けているようなので、改めて申し上げておきたいのですけれど

も、サービス付き高齢者住宅などの事業所があることが迷惑というようなことを言ったものでは決して

ありません。私が言ったのは、利益を上げていることを理由に、国がこれを理由に介護報酬を引き下げ

たということを迷惑というように言ったものであって、先ほど言った中身というのはそういうようなこ

とで申し上げましたということを改めて、私は決してサービス付き高齢者住宅等があることを迷惑と
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言ったことは一度もありませんし、そういう思いでは言ってはいないということを改めて申し上げてお

きたいと思います。それは、その利益を上げていることを理由に国がこれを引き下げたということを迷

惑というようなことで述べたものだということを改めて申し上げたいと思います。 

 それから、あと続いて、介護サービス事業所の燃料費高騰緊急対策支援金についても伺いたいと思い

ます。これも、私が地域密着型のデイサービス事業所のお話を伺ったときに、東京都からデイサービス

のガソリン代の補助というのが出ているけれども、品川区が指定する地域密着型のほうは出ていないの

で出してもらえたらという要望を受けて、予算特別委員会の中でも共産党のほうからこれを取り上げさ

せていただいたものがこういう形で実現していただいて、本当によかったなと思っています。 

 それで、改めて伺いたいのですけれども、自動車１台当たり月額１,７００円というのは、今、事業

所に聞いたところでは１リットルは多分１７０円ぐらい、１７０円ちょっとするという状況だというこ

とで、１リットル当たり２０kmぐらい走るのにかかるということなのです。それで、大体１日３５０円

から４００円ぐらいかかっているので、１か月のガソリン代は７,０００円から８,０００円くらい、送

迎に４０kmぐらい走るので七、八千円かかっているというのが実態だというようなことで伺ったのです

けれども、今回の月額１,７００円というのは、これに対してちょっと低いなと思ったのです。これは

ガソリン代が値上がりした分の支援金ということで出されているということでいいのか、 

この１,７００円の根拠について伺いたいと思います。 

 それから、対象期間ですけれども、４月１日から９月３０日までの６か月間ということでここに書い

てあるのですが、その後はどのようになるのかについても伺います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 まず、ガソリン代の１,７００円の根拠ということですけれども、今回、東京都の補正予算で組まれ

た同様の事業の対象外となった地域密着型介護サービス、通所介護事業所のほうが対象となっていると

いうようなことも踏まえまして、東京都が設定している１,７００円と同じ単価という形で今回は設定

させていただいております。東京都の設定としましても、車両の燃料費用のここ数年の高騰相当分とい

う形で１,７００円を算出していると理解しているところです。 

 そして、今回の申請につきましては９月３０日までとなっておりますが、こちらにつきましても東京

都が今のところ９月３０日までという形でやっていますので同様の期間で設定させていただきましたが、

今後も物価高騰が続くことも懸念されております。１０月以降の予算計上については社会情勢を踏まえ、

また都の動向を注視していきたいと考えております。 

○鈴木委員 

 ということは、ガソリン代がこのまま値上げがそのまま続くような状況であればこれも継続されると

いうことで、値上げが続いている限りはぜひとも継続していただきたいと思うのですけれども、その点

も改めて伺いたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 繰り返しの答弁になりますが、１０月以降につきましては東京都の動向も踏まえながら、社会情勢を

見て判断していきたいと思っております。 

○鈴木委員 

 １,７００円掛ける６か月分で１万２００円ぐらいの支援ということになるわけですけれども、今ま

でゼロだったわけなので、これが出されるということは事業者としても助かりますということで感想も、

「こういうようなことで提案されたのですよ」ということで言ったらそういうように喜ばれておりまし
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た。またぜひもうちょっと、実際問題、７,０００円、８,０００円かかっているということですので、

この値上げも含めて、今後ぜひとも検討いただけたらと思っています。これは要望です。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

○やなぎさわ委員 

 この燃料費高騰の支援金について、車１台当たり１,７００円ということで、各通所介護事業所の所

有台数がどういうところで申請を受けるという形になるのでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今回見積りをするに当たりまして、高齢者福祉課としても車両台数がどのぐらいなのかというところ

はございます。地域密着型の定員等も踏まえて、２台から３台は各事業者がお持ちなのかなというとこ

ろで見積りをさせていただいておりますので、今後受付を開始して、そのような実態が見えてくるのか

なと考えております。 

○やなぎさわ委員 

 では、今の時点で正確に把握しているというよりも、大体これぐらいかなというところで見積もって

いるということでよろしいということで、確認でした。 

○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

○吉田委員 

 すみません、今のやなぎさわ委員のご質問を聞いていて思いついたのですが、うちも両親が在宅で、

だから通所の介護もしていただいたのですけれども、結構車の大きさとか台数とかは事業所によって違

いがあるような気がしていて、それで本当に大変な事業だなと思っていて、うちの両親なんかはもう喜

んで出かけて、待機して待っていて出かけるぐらいだったのですけれども、なかなか行きたがらない利

用者もいらっしゃって、そうなるとそこにずっとしばらく止めておくとか、そうするとガソリンの使い

方も違ってくるのかなと思うのです。その辺のことで事業者からそういう実態を聞いて、ヒアリングし

て、何かの形で平均してこれぐらいだったら妥当だなという算出をされたのか、事業者の実態の調査と

この金額はどのように連動しているのか、教えていただけたらありがたいです。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今回対象の事業所は民設民営という形にしておりますので、区内で２４事業所、認知症を含めると全

部で２６事業所という形で計上させていただいております。今回は補正という形で物価高騰対策という

部分、原油価格の高騰というのを踏まえてスピーディーに予算を組まなければいけないというところも

ございましたので、単価につきましては東京都と同じような単価で、東京都の事業の対象外というよう

な事業所を対象にさせていただいております。今後、申請していく上で事業者とやり取りをしていく中

で実態等も見えてくると思いますので、この部分につきましては、今後予算編成をしていく中で検討し

ていく課題となっていくかなと捉えております。 

○吉田委員 

 分かりました。ありがとうございました。いろいろ難しいのはもう重々承知なのですけれども、事業

者としてどれぐらい本当に負担になっているかということは何かの形できちんと調査しながら今後の施

策につなげていっていただけたらと思います。これは要望でとどめておきます。 

○田中委員長 
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 ほかにございますでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○えのした副委員長 

 賛成です。 

○大倉委員 

 賛成です。 

○あくつ委員 

 賛成いたします。 

○鈴木委員 

 賛成です。 

○吉田委員 

 賛成いたします。 

○やなぎさわ委員 

 賛成です。 

○田中委員長 

 それでは、これより第７１号議案、令和７年度品川区一般会計補正予算（歳出 厚生委員会所管分）

について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 

 以上で、議案審査を終了いたします。 

                                              

２ 請願・陳情審査 

 ⑴ 令和７年請願第８号 大井・西大井地区に地域包括支援センターの設置と特別養護老人ホームの

増設を求める請願 

○田中委員長 

 次に、予定表２、請願・陳情審査を行います。 

 初めに、⑴令和７年請願第８号、大井・西大井地区に地域包括支援センターの設置と特別養護老人

ホームの増設を求める請願を議題に供します。 

 まず、本請願は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 

〔書記朗読〕 

○田中委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 
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○菅野高齢者福祉課長 

 それでは、大井・西大井地区に地域包括支援センターの設置と特別養護老人ホームの増設を求める請

願についてご説明をいたします。 

 まず、区における地域包括支援センターの設置については、高齢者福祉課を区直営の地域包括支援セ

ンターとし、地域の高齢者を支えるために２０か所の在宅介護支援センターをサブセンターとして位置

づけ、適切な介護・福祉サービスの提供を行ってきております。しかしながら、地域包括支援センター

に求められる役割が複雑化、多様化する中で、地域包括支援センターの在り方を改めて検討していくと

しているものです。学識経験者および被保険者、事業者代表から構成される地域包括支援センター運営

協議会において検討するほか、関係各課の職員や在宅介護支援センター管理者による検討会議を開催す

るなど今年度から来年度にかけ検討し、令和９年４月の第１０期介護保険事業計画開始年からモデル実

施をする予定としております。 

 次に、特別養護老人ホームの増設については、区では、品川区介護保険事業計画の基本目標である

「できる限り住み慣れた地域・我が家で暮らす」ことを実現するため、様々な施策を行っております。

これまでも在宅での生活を支援しつつ、在宅生活の継続が困難になった場合には施設への入所の見通し

を立てられるよう、認知症高齢者グループホームや小規模多機能居宅介護なども含め、多様な入所・入

居系施設の整備を進めてまいりました。特別養護老人ホームについては、大井・西大井地区に１施設、

区内には計１２施設あり、新たに３か所の建設・増設を予定しております。今後の特養ホームについて

は、高齢者人口の推移に合わせてサービス量を適切に見込みつつ、限られた資源を十分に活用しながら

計画的な整備を検討してまいります。 

○田中委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 まず、地域包括支援センターですが、本当にずっと品川区は地域に地域包括支援センターをつくらず

に高齢者福祉課に１か所だけということで、在宅介護支援センターをサブセンターということで、制度

ができてからもう１９年たちます、それぐらいです。これからできるまで２０年以上になるわけですけ

れども、そういうことでずっと品川区だけがそういう特別な地域に地域包括支援センターをつくらない

という方針できたことを転換して、地域に地域包括支援センターをつくるということになったことを大

きく私は評価しているところです。 

 そして、今の段階で、地域包括支援センターをつくるということでスケジュール的に、令和９年から

はモデルで、第１０期に入るときにモデルで始めるというところなのでけれども、それまでの大まかな

スケジュール、おおよそどれぐらいの地域にどれぐらいつくるというところがいつ頃どういう形で決ま

るのか、それから、運営協議会で検討していくということですけれども、運営協議会というのは地域包

括支援センター運営協議会というのが介護制度推進委員会と兼ねるという形で品川区ではなっていて、

これまでは運営協議会の中身というのはほとんど議論されないというのが実態だったと思うのです。議

事録を見てもそうですし、何回か傍聴してもそういうような状況になってきたと思うのです。そういう

中で、運営協議会の中で具体的にどういう形で検討していくのか、それから、庁内で検討会をつくって

検討していくということですけれども、それも具体的にどのような形で、いつ頃からどういう形で検討

していくのかという辺りの大まかなスケジュールを、まだ具体的にいろいろ決まっているところはそん
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なに多くはないと思いますので、大まかなスケジュールを教えていただけたらと思います。 

 それから、今、他区の状況を調査するということで、事業者を公募して各自治体の状況を調査すると

いうことの検討をするということが出されていると思うのですが、そこのところは今どんな状況になっ

ているのかという点についても教えてください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今後の大まかなスケジュールというようなお話です。先ほど最後のほうでも事業者の公募については

今行われているというお話もありましたが、それも含めてのスケジュールということでお話をさせいた

だきたいと思います。 

 今、公募が終わりまして、今後事業者から幾つか提案をいただいて、よりよい提案に基づいた事業者

を選定するという作業をさせていただいている最中です。７月の中旬から下旬ぐらいには事業者が決ま

りますので、そこについては、区のほうで、既に職員とかそういったレベルではどういった課題がある

のかという洗い出し等は検討させていただいておりますので、事業者が決まった暁にはそこも含めて今

後どういう課題があるのか、あとは他区や国の動きはどうなっているのかというところのご助言をいた

だきながら検討を進めていく予定となっております。 

 そして、介護保険制度推進委員会と、こちらの地域包括支援センター運営協議会が兼ねているという

ような実態に今はなっておりますので、実態としましては、昨年度の３月に行われた介護保険制度推進

委員会の中で、運営協議会を開催した際にはこういった在り方を検討させていただくので、今後こちら

の運営協議会のほうでも定期的にご報告させていただきながら検討させていただきますというようなお

話は委員のほうにはさせていただいておりますので、この介護保険制度推進委員会の日程に沿った形で、

恐らく今年度ですと３回開催予定となっておりますので、来年度は４回という形で、年度によって計画

の関係もありますので開催の回数はちょっと違うところはありますが、そういった形で、そこで一緒に

検討していきたいと思っております。今のところ大まかなスケジュールとしてはそうなっておりますの

で、今後、モデル実施をどの地域でという部分につきましては、その検討の中でどのようにやっていく

ことがスムーズに、また現場の今やっているサービス等が滞ってもいけないという部分もございますの

で、そういったところも踏まえながら検討していきたいと思っております。 

○鈴木委員 

 事業所を公募して、事業所が決まって、課題の洗い出しとか、他区や国の動きとかを調査しながら、

助言ももらっていくというところだということなのですけれども、そういう事業所の公募だったりとか、

その事業所にどういうことをやってもらうのかということは、厚生委員会の中には報告がなかったので

す。私は、これから地域包括支援センターが地域につくられるということは品川区にとってはすごく大

きな転換になるわけですので、そういうところを厚生委員会の中でも、事業所を公募しているわけです

から、そして予算も使っているわけですから、そういうところはぜひとも報告していただいて、区が課

題の洗い出しもしているということであれば、どんな課題があるのかというところもぜひこの厚生委員

会の中に報告していただきたいと思うので、その点を伺いたいと思います。 

 それから、あとは、本当に品川区は長い間、もう２０年近くもそういう形で保健師や社会福祉士が地

域にいないまま、古い制度の在宅介護支援センターということでずっとやってきて、それを補完すると

いうのか、また、支え愛・ほっとステーションというものを品川区独自につくったという、本来であれ

ば地域包括の中で一体的にそういうものをほかの区は進めてきているわけですけれども、そういうとこ

ろですごく複雑な仕組みになっているので、そこのところを今後どのようにうまく活用しながら品川区
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として地域に保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの３職種の専門職がお互いにチームとして高齢

者に支援をしていくという形で様々な活動ができるようにというところが検討されていくということに

なると思いますので、本当に大変だと思うのです、今まで長い間独自のやり方をしてきてしまっている

ので。でも、そこには専門職がいないという中でやってきていますので、そういう専門職をしっかりと

配置した形でどのように充実させていくかというところではこれから検討していくということですので、

ぜひその検討の中身は厚生委員会に逐一報告していただいて、一緒に議会も検討できるという形にして

いただくようにお願いしておきたいと思います。 

 それから、あと、次に特養ホームのほうなのですけれども、特養ホームは整備率が、私は改めて現在

の整備率というのを、２３区の特養ホームがどこに何か所、何ベッドあるのかというのは東京都の資料

で分かりますので、それを基にして計算をしてみたのですけれども、現在の整備率は、品川区は２０位

なのです、２０位。それで、これから令和９年６月に八潮に５２ベッドができて、小山台に令和９年の

１２月に７７ベッド、合わせて１２９ベッドが開設されると思うのですけれども、それを含めたとして

も整備率は１８位で、１.３７１％という状況になっているのです。そういう整備率に対して、区とし

てはどう捉えられているのか、まず伺いたいと思います。 

 それで、東京都には促進係数というのがありまして、整備率が足りない、低い所に対しては促進係数、

だから普通だったら１倍のところが１.何倍にしますよということで、区によって１.１倍から１.８倍

まで促進係数というものが出ていまして、品川区はトップの１.８倍なのです。品川区、大田区、世田

谷区、新宿区という４区が１.８倍で、これは令和７年度の補助協議用の資料なのですけれども、結局

これだけ品川区の特養ホームが少ないために、補助金は１.８倍出しますのでぜひ造ってくださいよと

いうのが東京都の促進係数の１.８というものだと思うのです。そういうところからすると、品川区と

してはこういう低い整備率、それから促進係数というのはトップという状況に対して区としてどう捉え、

今後どのように考えているのかという点を、まず伺いたいと思います。 

○田中委員長 

 その前に、委員会での報告に関しましては、今後委員長、副委員長と協議をし、理事者との調整をし

た上で、内容については決定して対応していきたいと思います。 

○鈴木委員 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○東野福祉計画課長 

 特養ホームの整備率について、私からお答えしたいと思います。今、委員からお話がありましたとお

り、品川区の順位でいきますと２０位ということで間違いございません。２施設、小山台、八潮南を整

備したとしても１８位、もうちょっと上がることを考えていたわけなのですけれども１８位で、また他

区も整備を進めている状況から考えると、大きく上がるということではございません。そういう中でも、

先日の厚生委員会でも報告をさせていただきました東大井三丁目につきましては、引き続き区として特

養ホームを整備したいということで、現在、東京都のインフラ事業を使いまして進めているところでご

ざいます。とはいえ、なかなか特養施設を造るためには大きい敷地が必要となっていますので、そう

いった敷地が今後出てくることも踏まえまして、アンテナを張った上で整備については努めていきたい

と思っているところでございます。 

○鈴木委員 

 この間の事務事業概要に特養ホームの入所調整会議にかかった人数というのがありまして、それが令
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和６年のところで第１回で３９３人、第２回のところで４４４人ということで、一貫して４００人前後

がずっと入所調整会議にかかっている、申込みがこれだけ多い状況がずっと続いていると思うのです。

そういう中で、第２回は、４４４人はＡ判定だと大体すぐに入れるというような感じ、すぐにというか

半年以内で入れる。Ｂ判定の方も入れる、Ａで入らなくて辞退した人がいれば入れる可能性があるとい

うようなことで、Ｃの方はほぼ入れないという状況になると思うのですけれども、Ｃ判定の方が何人い

たのかということを教えていただきたいのと、あと、令和６年度の第１回の３９３人という方はもう既

に、これは去年の８月末までに申請した人で９月に入所調整会議にかかった方で、今年の３月までに

入った方ということになると思うのですけれども、３９３人の中で入所できた人数が何人なのか、分

かったら教えてください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 特養ホームの入所の関係のご質問です。まず、申込者数、令和６年度の第１回目の３９３人に対して、

入所された方というお話なのですけれども、３月時点の数字ですと、このうち１２３人の方が入所され

ております。これはまだ確定値ではないので、もう少し、もう若干多めの方が入所されたのではないか

と捉えております。 

 ただ、こちらの事務事業概要のところにその年度の入所者数というのが書いてありまして、令和６年

度は２４５人、令和５年度は２６１人、令和４年度は２８３人となっておりまして、平均すると

１２０人から１４０人程度の方が１回の申込みに対して入所するというような傾向になっているのかな

と捉えております。 

 そして、第２回目の申込者４４４人に対してのＡ判定、Ｂ判定、Ｃ判定の内訳につきましては、

４４４人のうち４１５人が今回は該当するという方になっておりまして、要件の確認もありますので、

そのうちのＡ判定の方が１０６人、Ｂ判定の方が６１人、Ｃ判定の方が２７３人となっておりますので、

傾向としてはＢ判定ぐらいまでで１６７人となりますので、その辺りのところが可能性が高いのかなと

思います。 

 ただ、結果を通知するときに、今、特養ホームは３か所まで希望できるということになっていまして、

入所希望者数の一覧というのもお伝えさせていただいていまして、傾向としてどういった場所を希望す

るかにもよって、場合によってはＣ判定でもお声がかかるということもございますので、これは目安と

して皆さんにお伝えしているというところになります。 

○鈴木委員 

 結局、３９３人申し込んでも１２３人しか入れない、つまり２７０人の方は入れない。そして、第

２回目のときも４１５人が対象になって、Ｃ判定、まずは入れませんよという方は２７３人ということ

なので、３分の１が入れるかどうかというのが実態だと思うのです。だから、本当に切実な思いで申し

込んでいると思うのです。この方が常に３分の１しか入れないという状況というのは、私は改善する必

要があるのではないかと思うのです。そういう点では、特養ホームが大きい敷地ができたら検討します

よというようなことを毎回言われるのですけれども、そういうことではなくて、これから例えば障害者

のグループホームも所要量というのを出しますよと、検討しますよということでご答弁が、そこまでご

答弁がいきましたと言ったと思うのですけれども、そういう形で特養ホームもこれだけ造っていきます

ということを明確に出して、そのためには土地をどう確保していくかということで、大きい土地ができ

て初めて検討しますよというのではなくて、これだけ困った人がたくさんいるわけですから、この困っ

た人たちのために特養ホームを何か所造ります、そして、そのために土地をどう確保していきましょう
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かということでの発想の転換というか、そういうことが私は必要ではないかと思うのです。だって、道

路を造るためには土地をどんどん買収して、道路用地を買収して土地を確保していくわけです。道路を

造るためには土地買収して確保するのに、特養ホームでこれだけ困っている人がいるのに、土地がたま

たまできない限りは検討もできないという考え方は変えることが必要ではないかなと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

 あと、先ほど福祉計画課長も言われたように、２か所できても順位はあまり上がらないのです。とい

うのは、他区も造っているのです。私も改めてこれを見て、完成予定というのがあって、１１区が様々

な特養ホームの増設をしていまして、すごいのです。足立区では３,８００ベッドもあるのです。大き

い区というのもありますけれども、品川区の整備率は１.３７ですが足立区は２.２４、葛飾区も２.

４６、本当に２,０００とか３,０００という形で、土地の関係もあるのかもしれないのですが造ってい

るわけです。そういうところでいえば、私は所要量を出す、必要な数を出して土地をどう確保していく

かということで、ぜひそういう観点でやっていただきたいなと思うのですが、いかがでしょうかという

ことと、もう一つ伺いたいのが、今回の請願というのは大井・西大井地域に特養ホームを造ってくださ

いということなのですけれども、品川区は、日常生活圏域ごとにどんなサービスがどれだけ整備されて

いるのかということを一覧表にしています。これを見ると、大井・西大井地域に特養ホームはロイヤル

サニーの６０ベッドしかないのです。６つの地域に分けて最も少ないベッド数になっているのがこの大

井・西大井地域だと思うので、そういう点では日常生活圏域のところで整備していくという考え方とい

うのは区としてどう考えられているのか、その点についても伺いたいと思います。 

○東野福祉計画課長 

 まず、委員のほうからご提案がございました特養ホームの所要量を先に検討すべきではないかという

点でございますが、こちらは、委員の言うことも一理あるかもしれませんけれども、やはり一定程度の

施設を造るに当たっては、土地の確保というものがどうしても必要となってきます。区のほうでもいろ

いろアンテナを張りまして、未利用地の確保については福祉のほうの施設として取得したいというよう

な意向も様々示しておりますが、なかなか特養ホームが造れるほどの土地が出てこない、他区と比べま

してもそれが品川区の実態でございますので、その点を踏まえた上で、今後も限りある資源を区として

どのように活用していくかという部分も併せて考えていきたいと思っております。 

 それから、日常生活圏域においての特養ホームというお話でございますが、区といたしましては、地

域密着型の施設につきましては日常生活圏域で充実させていきたいという考え方を持っておりまして、

そういう意味で小規模多機能型居宅介護につきましては、一定程度のものが造られているものと理解し

ております。 

 特養ホームを、先ほどの繰り返しになりますがその地域で一定程度の規模のものを造っていくとなり

ますと、それだけの土地面積も必要となりますし、またそれを運営していく事業者も必要となってきま

す。そういったものを全体的に考え合わせながら、建設につきましては今後も検討してまいります。 

○鈴木委員 

 地域密着というところなのですけれども、特養ホームは地域にあると家族も小まめに通えたりとか、

高齢者の方が満足に最期までいられる施設が特養ホームですけれども、そういう終末期に家族からも離

れ、友人、知人からも離れて遠い所に行くというのではなくて、特養ホームに入ったとしても、やはり

住み慣れた地域で最期まで暮らしたいというのが高齢者の本当に切実な思いだと思うのです。そういう

点では、例えば私が住んでいる中延の地域とかは、荏原東地区という所では特養ホームが５か所あるの
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です。それに比べて、大井・西大井地域はロイヤルサニーの６０ベッド、１か所しかないということで

は本当に地域のアンバランスがあって、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けたいというのが品川区

の大きな方針になっていると思うのですけれども、それは在宅でということなのですが、在宅でもう限

界といったときには特養ホームに入れるようにと、特養ホームに入ったときも住み慣れた地域で最期ま

で自分らしく暮らせるというためにも、特養ホームを地域に根差した所で造るというのは、地域密着の

施設だけでなく、普通の大型の特養ホームにしてもそういう観点でぜひとも住み慣れた地域で暮らし続

けたいということの実現のためにもそういうところでぜひやっていただきたいと思うのですけれども、

その点はいかがでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長 

 特別養護老人ホームを住み慣れた地域にというようなお話でしたけれども、例えば高齢者福祉課のほ

うでは区内１２か所ある特別養護老人ホームを一手に区のほうで一括して申込みを受け付けて、入所調

整をさせていただいておりますが、ご希望の傾向を見させていただきますと、例えば特別養護老人ホー

ムでも多床室だったり、ユニット型個室だったりということで形態が違って、それによって料金も違っ

たりしておりますので、一概にご近所の特養ホームだけを皆さんがご希望されるかというと、またそこ

は違うのかなというような傾向がございます。 

 あとは、例えばご夫婦お二人でお互いに高齢になって、お一人の方が特別養護老人ホームに入りたい

というときには、もう一人の方、残られた方は、やはり毎日行きたいからということで近くをご希望さ

れるという傾向はございますが、それが別居のお子さんだったりとかして、その方が申し込まれている

と、急いでいるからということで区外の特養ホームでもというようなご希望もされることがありますの

で、その家族の形態等によってご希望のされ方は違うのかなというように捉えております。 

○鈴木委員 

 それは、個々人の家族の経済的な状況だったりとか、家族関係の状況だったりとかに合わせて、もち

ろんそういう多床室でないと希望できないであったりとか、もう限界なのでとにかく早く入れてほしい

ということで三多摩のほうを希望するというようなことはあると思うのですが、でも多くの高齢者はや

はり住み慣れた地域で最期まで暮らしたいというのが思いだと思いますので、そういうところからも、

私は各圏域ごとに特養ホームの整備というところもぜひとも検討していただきたいということで、強く

要望しておきたいと思います。 

 あと、最後にもう一つ聞きたいのは、ここで、地域には民間有料老人ホームが複数ありますが、入所

料金が高額で、多くの人にとって入所は困難ですというようなことが書いてあるのです。明日また介護

保険の運営状況についての報告がありますけれども、この中でも特定施設が特養ホームよりもすごく上

回って介護保険を使っているという状況になっているのです。有料老人ホームが特定施設という形で介

護保険の報酬を取っていますので、その有料老人ホームが高過ぎて入れないというのが皆さんの思いだ

と思うのですけれども、この有料老人ホームの料金というのは高い所で幾らぐらいなのか、またおおよ

その平均というか、そういう所で幾らぐらいなのか、区内の有料老人ホームの料金というのが分かった

ら、その点についても伺いたいと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 分かる範囲でお答えさせていただきます。知り得る範囲では、有料老人ホーム等の月額の利用料は有

料老人ホームも入るときに一時金を払うパターンと、あとは月額で少し高めで設定するパターンとあり

ますので、月額のパターンでお話しさせていただきます。そうすると、この間見た限りだと、例えば高
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い所は月額６５万円とか、そういうような傾向は出ております。そこに介護報酬の自己負担分も加わる

のかなというところです。平均的には恐らく３５～３６万円前後ではないのかなと捉えております。 

○鈴木委員 

 本当に月額６５万円という額を払える人がどれだけいるのか、一般の人だとまず無理だと思うのです。

平均でも３５万円前後で、それに自己負担の特定施設の自己負担の１割負担、またはその人の収入に合

わせての負担がつくとなるともっと高くなるわけですから、本当にここに書いてあるとおり入所困難と

いうのが実態だと思うのです。もうどうしようもなくて有料老人ホームに入った場合、ご主人が入って、

では、残された奥さんが自分の老後はどうなるのかというと、本当に家を売るしかないのではないかと

か、そういう実際の問題、そういう話になってくるわけです。そういうところからしたら、本当に特養

ホーム、在宅ではもう限界だという方が申し込んだときに入れるというところで、私は特養ホームがど

れだけ必要なのかということをしっかりと区としても出していただいて、そのために土地をどう確保し

ていくかというところにぜひとも切り替えていただいて、これから八潮と、それから小山台と、それか

ら都営元芝アパート跡地にまたできるということになりますけれども、それができても整備率はそんな

に高いほうにはならないのです。まだまだ本当に２３区の中でも低い整備率のままなのです、それがで

きたとしても。それなので、ぜひそういう品川区の入所調整会議にかかる方が、要介護３以上しか申込

みができないという状況になってもそういう状況がずっと続いているわけですから、ぜひとも特養ホー

ムの増設に向けて、特にこの大井・西大井地域にはロイヤルサニー１か所しかないわけですから、そこ

にぜひとも造っていただきたいということで要望しておきたいと思います。 

○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

 ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、令和７年請願第８号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。継続にする、ある

いは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言

ください。 

 それでは、まず、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○えのした副委員長 

 本日結論を出すで、不採択でございます。 

 理事者のご答弁でもございましたが、大井・西大井地区には在宅介護支援センターもありますし、こ

ちらを増設３か所していくということで、特別養護老人ホームについては計画的に進めると。地域包括

支援センターは令和９年４月、第１０期にモデル地区の実施ということで、地域はこれからということ

でしたが、なかなか地区の限定は今の段階では難しいと。区は動いていますので、各地域のお声をしっ

かりと聞いた上でモデル地区の実施地域を決定していただければと思います。 

○大倉委員 

 本日結論を出すということで、採択については不採択でお願いします。 

 理由については、今いろいろお話があった中で、ご説明もある中で、現状の在り方として地域包括セ

ンターが依然としてあって、各サブとして在宅支援があって進めてきていたところから、運営協議会と

いうお話でしたけれども設置して、検討して、今後地域包括センターをどのように進めていくのかも含

め、モデル実施というお話もありまして検討していくということでありましたので、大井・西大井地区

かどうかというところはこれからというところではあるものの、進めていくというところが確認できた
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と思っています。 

 特別養護老人ホームについてもできる限り設置をしていき、今も３つ、お話の中であった小山台、八

潮、東大井に設置していって、着実に今も増やし続けてきているというところで、人によっては各個々

人の事情もあって、どういう所がいいかというのは人によるというところもお話がありましたけれども、

整備についてはしっかり進めていっている状況だということを確認できましたので、この請願について

は、そういう意味では願意は満たされているということで判断いたしました。 

○あくつ委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 先ほどからのご説明がありましたとおり、昨年の私どもの会派としてもこれは一般質問求めていたと

ころの地域包括支援センターの在り方と在宅介護支援センターとの役割分担についてということで、区

長からも再検証する時期に来ているということで、地域包括ケアシステム全体の再構築を検討していく

というご答弁からこうした動きになっていますので、この点については、今進行中ということになりま

す。モデル事業が始まるということですけれども、この時点において大井・西大井地区ということで限

定することはふさわしくないと思っております。 

 特別養護老人ホームの増設につきましても、先ほどからご説明ありましたとおり適地というところが、

非常に狭小と言ってしまっていいかどうか分かりませんけれども広くない品川区の中において、今

１２か所で、先ほど３か所の増設ということが計画されておりますけれども、ここについても今整理中

ということなので、この請願については不採択ということにさせていただきます。 

○鈴木委員 

 結論を出すということで、採択でお願いしたいと思います。 

 地域包括支援センターはこれから整備していく、令和９年度にモデル実施ということで本当に大転換

で、そういうことは評価するところですけれども、大井・西大井地域というのは日常生活圏域の６つの

うちの１つということになるわけですから、地域包括支援センターをつくるとなったらば、この地域に

も当然つくられるということになるべきだと思います。 

 それから、あと特養ホームについては、先ほども申し上げましたけれども、申込みの方に対して入れ

る人は３分の１以下という状況で、毎回毎回半年ごとにやる申込みの中で２７０人以上の方が入れない

という状況、切実な状況で申し込んでもこれだけ入れないという状況が続くわけですから、それは３か

所の整備だけでなく、ぜひとも所要量を設定して整備を進めていただきたいと思います。その中で、大

井・西大井には特別少ない特別養護老人ホームですので、ぜひともここに設置していく方針を取ってい

ただきたいと思います。 

○吉田委員 

 私からは本日結論を出すということで、採択でお願いいたします。 

 理由といたしましては、最初の地域包括支援センターについては、生活者ネットワークは何年か前に

品川区に調査をお願いしています。本当にいつも品川区はきちんと私どもの調査活動にご協力ください

まして、そのときそれぞれの在宅介護支援センターに、地域包括支援センターにアンケートをお願いし

て、「品川区、これは無理だと思うよ」ということを調査主体に言ったのですけれども、きちんとその

辺もアンケートを取ってくださいまして、現場からは全然いろいろな、専門職が足りないという本当に

悲鳴のようなアンケートが返ってきておりまして、当時の高齢者福祉課に「こういうアンケートが返っ

てきましたけれども」と言ったら、「いや、そんなはずはないのだけれども、おかしいな」とはおっ
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しゃいましたが、もう現に現場からはその時点で品川区からも全く足りていないというアンケートが

返ってきております。そのことからいっても、現場も地域包括支援センターとしてきちんと整備してほ

しいというお声と私どもは受け止めております。ですので、大井・西大井地区にとここに書いてあるの

が若干気にはなるところなのですが、全体で地域包括支援センターの設置というように捉えて、私とし

ては採択を主張したいと思います。 

 特別養護老人ホームにつきましても、私の父も、本当に待機が多かったにもかかわらず、いろいろな

事情で辞退される方もあって入ることができました。本当に看取りまでしていただいて、本当に家族と

してもよい、在宅から近くの特別養護老人ホームという形で、私の場合はすごく恵まれた結果というか、

そういうものを迎えられたのですけれども、本当に足りなくて遠くの施設とか、それから有料老人ホー

ムを選択せざるを得ないということで選択されていらっしゃる方もあります。でも一方で、私の娘はそ

ういうところに働いていたのですけれども、資金が続かなくなって退所せざるを得ないという方たちの

実情も承知しております。そういうことを考えると、やはり区としては特別養護老人ホームの増設とい

うことで、施設整備計画をもうちょっと明らかにして、そういうものを利用したいという方たちにも公

開されるべきだと思うのですけれども、品川区の場合はそれもありませんので、増設の方向で施設整備

計画もきちんと示された形での計画をまずは明らかにしていただくことも含めて、私としては採択を主

張したいと思います。 

○やなぎさわ委員 

 本日結論を出すということで、趣旨採択にしたいと思います。 

 まず、説明だけさせていただきます。地域包括支援センターですが、私自身が介護業界で働き始めた

のは大田区が最初で、次に港区で、そこで６年ほど働いて、その後品川区で働いているのですけれども、

もともと大田区、港区というのは地域包括支援センターが当たり前にある環境でずっと仕事をしていた

ので、品川区に来て驚いたというところで、在宅介護支援センターとは明らかに違うなという機能を果

たしていると思います。保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士がいて、本当に地域の包括的な役割

を担っているところでありまして、非常に必要な施設というか役割だと思っておりますので、区長が増

やすというか検討に入るということは、非常に私も喜ばしいことだと思っております。 

 特養ホームに関してなのですけれども、これも先ほど鈴木委員からもいろいろお話がありましたよう

に３分の１ぐらいしか結局入所ができておらず、２６０人ぐらいの方が入れていない状況にあるという

ことで考えれば、やはり増やしていく必要は当然あるだろうと思います。整備率に関しては、順位が

云々というより、仮に最下位だとしても誰でも入れる状況でれば最下位でも別にいいのですけれども、

そういう状況になっていなくて順位が低いというのは問題があると思いますので、ぜひ地域に特養ホー

ムを増やしてほしいと考えております。 

 その一方で、こちらの請願が地域を限定しているということで、大井・西大井ということで、その点

が私としてはちょっとネックになってくるのかなということで、当然どこの地域、地域包括支援セン

ターも全ての地域、ここに中学校程度ということで地域を区切られていますけれども、もちろんこう

いったところで増やしていくということも大切ですし、特養ホームも、先ほどいろいろお話がありまし

たとおり、本来であればもっと品川区が計画的にというか、攻めの姿勢でどんどん計画を立てて、所要

量でどんどん増やしていくというような、空いたら造るよりはもっと積極的にということでお願いした

いと思うのですけれども、一方で、現時点で土地がないとかいろいろな条件もあると思いますので、ひ

とまず大井・西大井地域に限らず増やしてほしいなと思います。 
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 他方で、ただ５８５人の方の請願の署名もあったということなので、これは重く受け止めてほしいと

いうところで趣旨採択にしたいのですが、恐らくこれは３つに割れてしまうということで問題が起きる

と思いますので、私は採択のほうに寄せさせていただきます。 

○田中委員長 

 それでは、本請願については、まず、結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そ

のような取扱いでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 それでは、本件は本日結論を出すことに決定いたしました。 

 先ほどそれぞれの方のご意見を伺いましたので、本請願について、挙手により採決を行います。 

 令和７年請願第８号、大井・西大井地区に地域包括支援センターの設置と特別養護老人ホームの増設

を求める請願を採決いたします。 

 本件は挙手により採決を行います。 

 本件を採択することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○田中委員長 

 賛成少数でございます。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で、本件を終了いたします。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０６分休憩 

 

○午後１時１０分再開 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き、厚生委員会を再開いたします。 

                                              

 ⑵ 令和７年請願第１１号 国に対して、国が引き下げた訪問介護事業者への区の減収補填分を区に

補填することと、訪問介護事業者の訪問介護基本報酬引き上げを求める

意見書提出を求める請願 

○田中委員長 

 次に、⑵令和７年請願第１１号、国に対して、国が引き下げた訪問介護事業者への区の減収補填分を

区に補填することと、訪問介護事業者の訪問介護基本報酬引き上げを求める意見書提出を求める請願を

議題に供します。 

 まず、本請願は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 

〔書記朗読〕 

○田中委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○菅野高齢者福祉課長 
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 それでは、私より、国が引き下げた訪問介護事業者への区の減収補填分を区に補填することと、訪問

介護事業者の訪問介護基本報酬引き上げを求める意見書提出を求める請願についてご説明いたします。 

 令和６年度の介護報酬改定では、多くの介護サービスの基本報酬が引き上げられた一方で、訪問介護

については利益率が全サービスの平均利益率を上回ったことから引下げとなりました。しかしながら、

訪問介護の利益率が向上した背景として、サービス付き高齢者住宅等の集合住宅併設型事業所が効率的

に訪問介護を提供していることが大きな要因となっています。区内においてはこのような事業所は極め

てまれであるため、特に中小規模の事業所からは基本報酬引下げが実態に沿っていないとの声を寄せら

れていました。実際に報酬改定後の給付実績を見たところ、多くの事業所が基本報酬の引下げにより減

収となっています。区内事業所は、令和６年度以降に廃止４件、新規開設３件となっており、ケアマネ

ジャーからは、現時点では要介護高齢者が介護サービスを受けられないといった事態には至っていない

と聞いておりますが、このような厳しい状況であることを鑑み、次期介護報酬改定までの間、時限的に

介護給付費の減収分に対し給付を行い訪問介護事業所を支援することとし、補正予算に所要額を計上し

ています。 

 介護報酬改定に当たり、国の調査や制度の枠組みは従来どおりの手続が行われており、給付と負担の

バランスを図りながら改定率が決定しています。国は、次期改定に向けた調査において、訪問介護につ

いても新たに移動の手段や時間などを聞く項目を新設し、より詳細に実態を把握するとしています。区

は、引き続き国の動向を注視するとともに、課長会などの機会を捉えて、他区とも情報共有しながら上

部組織へ意見を上げていく予定となっております。 

○田中委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○鈴木委員 

 訪問介護の報酬が引き下げられたということを引上げを求めるという請願はもう３回出されて、こう

いう審査が繰り返し行われているわけですけれども、前回の審査のときに、私は区としてもそういう現

場の実態を把握していただきたいということで意見を言ったときに、区内には２０か所の在宅介護支援

センターもあって、ケアマネジャーとかに実態を聞くほかに、在宅介護支援センターごとに地区ケア会

議があって、そこでは介護サービス事業所の方も参加されているので現場の声を聞く機会というのはあ

るので、その中で実態も聞きながら実態については把握していきたいということで言われていたのです

けれども、実際にそういうところで声を聞いていただいて把握された実態というのはどういう実態だっ

たのかということを一つ伺いたいのと、あと、令和６年度に訪問介護報酬が引き下げられて、区内で

４か所の事業所が閉鎖となったということで先ほどもご説明いただきましたけれども、またこの記者会

見の資料にも書かれていましたが、その４か所というのはなぜ閉鎖になったのかというのを区としては

聞かれているのか、その点についても伺いたいと思います。 

 それから、今も課長は２３区の課長会などの機会を捉えて、他区とも情報共有しながら上部組織へ意

見を上げることを検討してまいりますということで言われましたけれども、前のときもそのように答弁

されているのです。そういうところで、２３区課長会などの機会を捉えて、そういう上部組織に意見を

上げるということはされたのか、その点についても伺いたいと思います。市長会とかでは国に対して意

見を述べているということはあるということで報告されているのですけれども、特別区長会というとこ

ろではどういう状況になっているのかについて伺いたいと思います。 
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○菅野高齢者福祉課長 

 幾つかご質問いただきますので、順番にお答えさせていただきます。 

 まず、前回の請願のときに、区としても現場の実態を捉えるというお話をさせていただいたというこ

との実態、実際はどうだったのかというご質問についてです。ケアマネジャーからはその都度その都度

確認させてもらっているのですが、先ほども申し上げましたとおりサービスが滞るというような状態に

は至っていないけれども、というようなことがケアマネジャーから聞いた実態です。そして、実際に介

護事業所がどうなのかというお話ですと、この会議でそれを議題に捉えてわざわざ聞くというわけでは

ないのですけれども、聞くところによると、やはり基本報酬が下がったということについては減収に

なっているという給付実績の実態もありますし、実際にそこは紛れもない事実だというような形では聞

いておりますので、今回支援金の結果に至ったということにはなります。 

 そして、４か所の廃止になったところの理由ですけれども、実際に赤字経営という形で廃止にしたと

いうところもあれば、ヘルパーの高齢化だとか人員不足というような形で廃止になったというところも

ありますので、両方の理由が兼ね備わっているのかなというように捉えています。 

 そして、３点目の上部組織へ意見を上げていくということにつきましては、２３区のほうで各区にこ

ういった意見を上げるかというような調査が来ておりまして、品川区としてもそういう実態があるので、

国のほうに基本報酬の引下げの部分が実態に即していないので、きちんと実態に即したような形でとい

うような要望を出させていただいております。２３区から全国の市長会のほうに上がっていって、最終

的に国に要望するというような段取りを取っていますので、今はその途中の過程なのかなというところ

で捉えております。 

○鈴木委員 

 そのように現場の実態を直接把握している自治体から声を上げるというのは、一番本当に強みなので

はないかなと思うのです。そういうところで、品川区から特別区長会を通してそういうように上げてい

ただいたというのはすごくよかったと思います。ぜひ、これだけ品川区としても国が引き下げたために

その対応を取るということで３,９００万円からの予算を計上するということになりましたので、その

対応というのは本当に評価するところなのですけれども、国がそういう対応を取らなければこういう支

出はなくて済んだわけですから、ぜひともこれからも機会あるごとにそういう一番実態を把握している

自治体として声を上げていただきたいということでお願いしておきたいと思います。 

 それから、あと国がやった調査というのがすごい少なかったわけです。１割にも満たない件数で実際

調査をしたけれども、それが４％にもいかなかったという回収率だったので、実際は３.７％ぐらいの

事業所に対してですけれども、それぐらいの回答だったわけです。それなので、それでもこれだけ６割

が赤字になっているという、都市部でも山間地等でも６割が赤字になっているという実態が出たという

ところなので、それが本当にきちんと把握されたらもっと大変な実態が見えてくるのかなという思いが

したのですけれども、その中で、改めて今度は訪問介護について、訪問先の状況や移動手段、移動時間

を把握するための調査項目を新設してより詳細に実態を把握するということが出てきたと思うのです。

これは何か、報道で見ると、５月頃に調査をかけて１２月頃に報告があるみたいなことで一部書かれて

いたのですけれども、これは、区のほうにはそういう調査についてはどのように来ているのか、区内の

事業所についてもこれが調査されることになるのか、その点が分かったら教えてください。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今ご指摘の調査というのは、令和７年度の介護事業経営概況調査の実施についてなのかなと捉えてお
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ります。２月の介護給付費の分科会、国の審議会のほうでこういった調査をしますよというのが議題に

上げられておりまして、５月に調査をするということで、その調査項目の中に、今委員ご指摘の今まで

にはなかった、例えば主な訪問介護の移動手段はどういうものだとか、平均的な移動時間についてとい

うことで、多分今回の調査でそういった集合住宅的なところに効率的に回るのと、一軒一軒回るところ

の差がまるっと調査されたことがこういう介護報酬引下げに反映されてしまったというところの部分を

捉えた、改善された調査項目が加わったと捉えております。 

 今、私の知っている範囲で、どこに調査して、どのぐらいの数というのはちょっと把握できておりま

せんが、区として、国から通知が来た場合には積極的に事業者にお答えしていただくように働きかけは

常に、介護の情報提供ツールがありますので、そういったところを通して呼びかけをしていきたいと

思っております。 

○鈴木委員 

 訪問介護の場合は実際に介護のところしか報酬にならなくて、移動時間、移動しなければ介護ができ

ないにもかかわらず移動が基本報酬の中に入ってないということが大きな問題で、特に山間地とか離島

は特に大変だし、都市部でもそういう移動時間というのは大体１５分ぐらいはかかるということも聞い

ていますので、そこのところの実態が把握されて、そこのところも報酬に検討されるということになる

ことが本当に必要なのではないかと思いますので、実態がより把握できるように、区としてもそういう

調査が来たときにはよろしくお願いしたいと思います。 

○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

○やなぎさわ委員 

 今回と同様の趣旨の請願・陳情というのが、去年の厚生委員会だけで前年度に３回出ていて、ちょう

ど先ほど午前中に第７１号議案で訪問介護サービス事業所安定運営支援金というのがこの場で採択され

たということで、非常に喜ばしいことですけれども、今回品川区は、国の引き下げた分の補填を区の財

源でしていただけるということで、そう考えたときに、要は国が引き下げた分を肩代わりしているとい

う状況であって、これは区民に使われるべき税金をその分回しているということになると考えるならば、

品川区議会としても、２０２４年に訪問介護事業者の倒産件数は過去最多を更新しているわけで、区議

会としても、根本的な制度をつかさどっている国に対して是正をという声を議会として上げるというの

は非常に大事なことかなと思いますので、今、このままだと鈴木委員以外の発言がなかったということ

で、私としてはこういった区の施策にも通じるものだと思うので、ぜひこれは区議会として国に声を上

げていくべきではないのかなと強く感じているところです。 

 例えば前年度、自民党・無所属の会の厚生委員の委員の方の請願・陳情に反対した理由としては、国

が今動いているのだから待つべきだということを、去年の１０月の審査のときのも恐らくおっしゃって

いたと。ただ、結局待っていたけれども、１年とまでは言わないですけれども、７か月、８か月たって

全くに国は動いていないというところがあったり、調査自体も、実は去年１０月のときに、今調査を

やっているのだから、国も動くのだから待てという話だったのですけれども、実は去年の９月、１０月

に行われた調査というのもサービス付き高齢者向け住宅という移動時間がなく、待機時間もほぼなく、

効率的にサービス提供できて利益率が高いというところの個別の調査というのをやっていなかったと。

今回、今年の年明け２月になって初めて切り分けた調査をするよというのが提案されて、５月から実施

されたということが先ほど鈴木委員への答弁の中にありました。ということで、それの結果が出るとい
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うか公表されるのが１２月で、かなり急いでやって２０２６年の４月に期中改定するかというところに

ぎりぎり間に合うかどうかというところもありますけれども、なので、結局、今国は正直動いていない

という実態が分かったと思うのです。すごいゆっくりやっている、緊急的に調査というのを別にしてい

なかったということが浮き彫りになっているので、ぜひ我々としても区議会から声を上げて国を動かす

ということをしていきたいなと思いますので、ぜひ何かその件に関してご意見があれば、委員の皆さん

から。 

○田中委員長 

 では、何かご発言がある方はお願いします。 

○吉田委員 

 先ほどの審査のときも言いましたけれども、私たちも調査をしているのです。それで、ちょうどそろ

そろまとめに入らなければ、まとめる時期なのですけれども、まだ正確な結果が出ていないので、その

結果について、私は勝手に言う立場ではないのですけれども、私も調査に参加して、その調査に答えて

くださった事業所にヒアリングをかけたりしているのですけれども、その中でも、もう確かにこれは減

収になっている、減収で、しかも、先ほど廃業の理由に収入が減ったということが直接ではないかもし

れないけれども、結局実際に働く方たちへの報酬が低いことが次の担い手を生み出していないというの

はもう明らかだと思うのです。それはヒアリングの中ではもうはっきりそういうことは言われています

し、なおかつ介護に直接携わる人だけでなく、運営する側の人たちへの報酬もなかなか厳しいという状

況で、結果として事業所全体としての経営が厳しいという状況も明らかだと思います。 

 その中で、品川区が区としての予算を投じたということは本当に私も評価したいと思いますけれども、

そもそも最初の介護報酬の引下げのときに、みんな一斉に同じような意見を言ったと思うのです。生活

者ネットワークとしてもそれはいろいろな機関紙とかそういうもので公表しています。利益率が高いと

いうことの解釈、解釈というか、それがそもそも間違っているでしょうというのは誰もが指摘したとこ

ろだと思うのです。そういう国の方針を区が補填しているわけですから、それは品川区としては当然国

に対して要求してもいいことなのではないかなと私も思うところです。手順を踏んで意見書の提出とい

うのは行うべきなのではないかなと私も感じております。 

○あくつ委員 

 先ほどからの委員のご意見を拝聴しているのですけれども、そうした場合、ここで請願の事項にある

ような形で補填した自治体の財源負担を補填すること、基本報酬を全産業の平均引上げ率以上に引き上

げること、この財源をどこに求めるのかというのは、私は逆にほかの委員に聞きたいのですけれども、

これどのようにお考えになっているのですか。これはいわゆる介護保険料を上げるということですか。 

○田中委員長 

 それに対してのご答弁は、紹介議員の安藤たい作氏と同会派の鈴木委員から、もしあれば。 

○鈴木委員 

 この問題は、前の議論のときも何回もなっているのです。これを上げることになれば保険料は上がり

ますよねというような議論があったわけです。でも、それは自民党も公明党も野党だった時代は、国の

負担割合を１０％引き上げるということを提案していたのです。今、国の負担割合というのは２５％で

す。それを３５％に引き上げることで税金をもっと入れるということです、介護保険に。そういうよう

にしなければ、介護保険もう本当に破綻して崩壊します、そういう状況なのです。それなので、私たち

共産党としては国の負担割合を２５％から３５％に１０％引き上げる、そうすることで介護報酬のこと
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が直接介護保険の保険料の引上げにならなくて済む、だから国の負担を増やす、税金を投入するという

ことをしない限りは介護保険の崩壊になるので、自民党や公明党が野党時代に提案していた１０％引き

上げるというようなことを一緒にやりましょうよということで、この委員会の中でも私も提案させてい

ただきましたし、そういうことであるべきなのではないかというのが私たち共産党としての提案です。 

○あくつ委員 

 先ほど私が申し上げたのは財源をどこに求めるかという話をしたので、それはどこの国家の予算から

持ってくるおつもりなのか、それをはっきり教えてくださいと申し上げたのです。 

○鈴木委員 

 国の財源という意味ですね。国の財源の税金の使い方というところでは、今回、消費税の問題とかで

も共産党は提案していますけれども今の税金の集め方、そこのところがもう本当にゆがんだ税金の集め

方になっていて、格差と貧困が大きく広がっているということが問題だと思います。そういうところで

は、国のほうの大企業の法人税、そういうところです。国の財源をどうするかということですから、大

企業の法人税は消費税が導入、増税されるたびに減税されて、今や中小企業の半分ぐらいしか大企業は

払っていないというのが実態なのです。１０％ぐらいしか払っていないという実態ですから、そういう

優遇税制を改めるということで社会保障の財源もつくることができるという提案です。 

 それから、株でもうけた人の１億円の壁というのもあります。１億円を超えた人は負担率が減ってし

まうという、そういう優遇された税金の仕組みになっているわけです。特に株でもうけた人たちです。

株でもうけた場合は２０％しか税金がかかりませんので、そこのところは共産党として総合課税に本来

すべきだというところですけれども、そこまでしなくても欧米並みに引き上げることで財源をつくるこ

とはできる。格差と貧困が大きく広がっている税金のゆがんだ税制を変えていくということが、私たち

共産党としては提案をしています。 

○あくつ委員 

 すみません、ほかの委員のご意見はないのですが、一応共産党のお考えは拝聴いたしました。 

○やなぎさわ委員 

 一応、あくつ委員の質問に、私も少し簡単に答えます。おっしゃるとおり介護保険制度が非常に難し

いのは、どうしても介護報酬が上がると、事業所とか従業員はうれしいのだけれども、そうなるとサー

ビスを受ける方の負担が上がるという、本当に私も現場で働いていて、報酬が上がることに対してあま

り喜べないというような、結局窓口でというか、現場で利用者に請求書を出すときに、「あれ、上がっ

たの。前よりも上がっているのではないか」と言われたりするのがすごい心苦しかったというのがあり

ます。 

 それがある上で、私の所属しているれいわ新選組の考え方としては、一部共産党とも重なるのですけ

れども国の負担割合を増やすとか、いわゆる法人税の累進制を含めて、本当にものすごいもうかってい

るところから税を取ると、あと所得税に関しても累進制を残して１億円の壁をなくしていくということ

もありますし、あと我々として独自で言っているのは国債をもっと積極的に発行して財政出動するとい

うことで、我々の試算で言うと年間７０兆円ぐらいは日本の今の力、供給能力があれば発行してもいわ

ゆるインフレ、そんなに過度なインフレにならないと試算しておりますので、そこから財源を捻出する

という考えであります。 

○あくつ委員 

 れいわ新選組のお考えは拝聴いたしました。 
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○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

○鈴木委員 

 ここの請願事項のところで、訪問介護の基本報酬を全産業平均の引上げ率以上に引き上げるよう求め

ることということも書かれているのですけれども、この全産業平均の引上げ率というのは、多分賃上げ

のことなのかなと思うのですけれども、この賃上げというのが２０２４年の春闘で平均で５.１％で、

今年２０２５年度の平均賃上げ率が５.３２％になっているのです。２年連続で５％を超えているとい

う賃上げ率になっているわけですけれども、これだけ賃上げ率が５％を超えているということであって

も、しかしそれでも実質賃金は２０２２年度、２０２３年度、２０２４年度と３年間連続でマイナスの

上に、今年２０２５年の１月から４月まで実質賃金は全て連続で４か月マイナスという状況になってい

るわけなのです。それを考えると、５％を超える賃上げをしても実質賃金はマイナスというのが一般の

全産業平均の状況だということなのです。それだけ物価高騰が大変な状況になっているということなの

ですけれども、そういうことから考えると、５％引き上げても実質賃金連続マイナスというのが日本の

実態だというときに、介護報酬を引き下げたことによって大変な状況になっているわけですけれども、

訪問介護だけでなく介護の従事者と全産業平均との差というのが年収で１００万円とか、１か月七、八

万円と言われていますけれども、それがさらに拡大することになったと思うのです。そこら辺のところ

は、区として全産業平均と介護労働者の賃金の差というのをどのように把握されているのか、そこら辺

のところが分かったら教えていただけたらと思います。 

○菅野高齢者福祉課長 

 今のご質問についてのお答えですけれども、一つ一つの介護事業者の実態というか、その辺りのとこ

ろまでは詳しくは確認が取れておりませんが、区としては、少しでもというところで介護事業者に向け

ては居住支援手当を支給させていただいてプラス１万円、あと東京都でもプラス１万円というところで

は、その分が少しでも全産業の平均との差が埋まるようにという形では対応させていただいていると考

えております。 

○鈴木委員 

 東京都と品川区独自に本当にそういう居住支援手当を出されて、その上に今回の減収補填をされたと

いうのは、本当に他区にない対策を取っていただいて、本当に大きく評価するところなのですけれども、

実際訪問介護だけでなく介護従事者の方々と全産業平均との賃金の格差というのは常にずっと言われ続

け、若干縮小してきたかなと思いきや、またまた全産業は実質賃金は下がりながらも５％の賃上げをし

たということで、さらに拡大したというのが実態だと思うのです。これだけ全産業が賃上げ５％されて

も実質賃金マイナスという状況の中で、改めて訪問介護の報酬が引き下げられたというのが二重に大変

な事態をつくり出して、さらに全産業との格差を広げるということにつながっているというところが、

今回国が行った基本介護報酬の引下げのマイナスというか、本当はしてはいけなかったことなので、本

当にこれは早急に是正しなければならない問題ではないかと思います。 

○田中委員長 

 ほかにございますでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、令和７年請願第１１号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。継続にする、あ

るいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご意
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見をお願いしたいと思います。なお、先ほどの質疑で多くの方々からしっかりとしたご意見は承ってお

りますので、それも踏まえてご発言を願いたいと思います。 

 では、まず、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。 

○えのした副委員長 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 先ほど理事者のご答弁からも、国はより詳細に実態を把握するとしておりますし、２３区の区長会、

上部組織へこちらも要望しますし、国へも段取りをしているとありましたので不採択で。 

○大倉委員 

 本日結論を出すというところと、不採択でお願いいたします。 

 我々の会派は、これについて今までも同趣旨の陳情・請願等がいろいろ出てきたかと思いますが、区

ができることをしっかり考えて実施していくことが大事だというところで、今までずっと言ってまいり

ました。今回こういった補填がされるというのは大変ありがたいですし、評価をしているところであり

ます。なので、国は国でしっかりまた考えていただきながら、今回調査を実施した中で、まだ足りない

ところあって設問が増えたとか、そういうところも国のほうは国のほうでしっかり考えていただいて実

施していくというところで言うと、これを議会としての意見書として提出するところではないのかなと

考えております。 

○あくつ委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いいたします。 

 先ほどからの説明でもございましたように国の動向を区としても注視して、課長会などの機会を捉え

て他区とも情報共有しながら上部組織へ意見を上げるということの、これも過去の請願・陳情の審査の

中でもおっしゃっていたことですけれども、区としてはそういった認識であると。午前中の審査でも

あったとおり、ここに関しての実態と、今回の計算方式と品川区の実態が合っていないというところで

の減収に関しては、品川区が補填する。これもこの姿勢は非常に正しい姿勢だなと思います。 

 ただ、先ほど委員の中からあった補填を国に求める意見書を上げるというその根拠として国の負担割

合を上げる、そして富裕層への課税強化、そして国債を発行するというようなお話もありましたけれど

も、残念ながらこれは今、国会ではそのような検討、国会ではそういうご意見が出ているのだと思うの

ですけれども、今そういった形にはなっていませんので、このままもし意見書を上げれば、財源のパイ

が決まっている中で、下手をすれば介護保険料が上がってしまう可能性もあるという中で、失礼ながら

そういった責任のないことは私はできませんので、現段階では不採択ということにさせていただきます。 

○鈴木委員 

 結論を出すで、採択でお願いしたいと思います。 

 国の動向といいますけれども、訪問介護の報酬を引き下げたのは国です。そして今、引き上げるとい

う方向は、全く国で示されているわけではありません。これだけ深刻な状況を引き起して、訪問介護の

事業所が倒産、廃止に追い込まれているわけですから、本来であれば期中の改定も求めるべきだと思い

ます。期中の改定もしていくべきだと思います。先ほど課長からもありましたように、区としても自治

体から声を上げるということがされているわけです。それであれば区議会としても同じように、これだ

け大変な実態というのを私たちは目の当たりにしているわけですから、声を上げて後押しをするという

ことが必要だと思います。 

 ここに書かれているように全産業の平均引上げ率５％を超えても実質賃金マイナス、それなのに訪問
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介護を引き下げたという状況です。ぜひとも自民党、公明党が野党時代に出していた１０％国の負担割

合を増やす、こういう方向もぜひとも検討していただいてそういう方向を打ち出していただきたいとい

うことの要望もさせていただきながら意見、態度表明とします。 

○吉田委員 

 本日結論を出すということで、採択を主張いたします。 

 品川区がこのことを補填するような予算を立てたということは本当に評価するところなのですけれど

も、だからといって、それで国の責任が免れるわけではないと思っています。品川区はあくまで国がや

るべきことを補填したということですから、それについて国に求めるのは当然だと思いますし、区民と

しては、本来品川区民のためのほかの事業に使われたかもしれない予算をここに充てたわけですから、

その分の補填を求めるのは当然の思いだと思いますし、この請願審査というのは区民の思いをどう判断

するかということだと思いますので、その点については、ぜひ区議会としても区民の思いを酌み取って

国への意見書を求めるべきと思いまして、採択とさせていただきます。 

○やなぎさわ委員 

 本日結論を出すで、採択でお願いいたします。 

 先ほども述べたとおりなのですけれども、国が引き下げた分を区が補填しているのであれば、国に対

して声を上げないというのはずっと品川区の財源を使い続けるということにつながりますので、ここは

はっきり国に声を上げるべきだと思いますし、例えば去年の１２月に石破総理が訪問介護のヘルパーの

不足という事態に対して、「ただごとならざる、尋常ならざる事態であるということは現場に聞けば分

かる」とおっしゃっていて、今の訪問介護業界の現場が大変な状況があるというのは、恐らくほぼ全て

の国政政党が一致しているところだと思います。 

 先ほど財源というお話も出てきましたけれども、例えば防衛増税、軍事費を上げるというのは、特に

どこで財源をつくりますという話は一切出ないまま、５年で４３兆円上積みということが話し合われて、

そういうところからして、財源、財源と言うのは、必要なときには言うけれども、出したくないときは

言わないというようなことが整理にしていると非常に見えるなと思っているので、様々方法論というの

は申し上げましたけれども、違う方法論であっても何でもいいと思うのですけれども、全ての政党、議

員が一丸となって訪問介護の緊急事態というのに立ち向かっていくべきだと思いますので、私は採択を

主張したいと思っております。 

○田中委員長 

 それでは、本請願については結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そのような

取扱いでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 それでは、本件は本日結論を出すことに決定いたしました。 

 先ほどそれぞれの方のご意見を伺いましたので、本請願については挙手により採決を行います。 

 令和７年請願第１１号、国に対して、国が引き下げた訪問介護事業者への区の減収補填分を区に補填

することと、訪問介護事業者の訪問介護基本報酬引き上げを求める意見書提出を求める請願を採決いた

します。 

 本件は挙手により採決を行います。 

 本件を採択することに賛成の方は挙手を願います。 
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〔賛成者挙手〕 

○田中委員長 

 賛成者少数でございます。よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑶令和７年陳情第２１号 １８歳の壁をなくすために心身障害者福祉会館等の施設整備を求める陳情 

○田中委員長 

 次に、⑶１８歳の壁をなくすために心身障害者福祉会館等の施設整備を求める陳情を議題に供します。 

 まず、本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。なお、２ページ目後半からは議

事録の抜粋のため、読み上げは省略とさせます。 

 では、朗読をお願いいたします。 

〔書記朗読〕 

○田中委員長 

 朗読が終わりました。 

 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 私からは、施設整備の現状等をご説明いたします。まず、施設整備が進まないとのご指摘ですが、区

では整備予定として明示しているものにつきましては、本年９月に大原児童発達支援センター、また今

年度中には小山七丁目、令和８年度には戸越四丁目と２か所のグループホーム、また令和９年度以降に

重症心身障害者施設ピッコロの移転・拡大や、小山台住宅跡地など予定しているものがございまして、

それぞれ整備を進めているところでございます。 

 次に、日常生活の場である通所施設ということですけれども、これまで運営されている生活介護等の

施設に加えまして、区としては先ほどお伝えしたピッコロや、小山台住宅跡地にて整備予定のものがご

ざいます。 

 １８歳の壁という点では、こちらの問題は特別支援学校や放課後等デイサービスを利用されていた方

が卒業されて、生活介護等を利用される上で時間が短くなり、保護者の方などの対応が迫られるという

ところで、施設整備が直ちにその解消につながるものではない部分もございますが、一方で生活介護等

の充実が求められているところというのは捉えております。グループホームや放課後等デイサービスな

どほかのサービスに比べまして、区内での生活介護は事業者が独自で立ち上げる例は少なく、今後の需

要に備えて区として整備する必要があることは認識しておりまして、特別支援学校の卒業生の状況です

とか、そういった需要予測、用地確保、事業者誘致なども含めて情報収集をしているところでございま

す。なお、施設での時間延長などで、いわゆる１８歳の壁に対する個別対応を図っているところでござ

います。 

 最後に、心身障害者福祉会館につきましては、築年数は経過しておりますが、エレベーターの改修予

定も含めまして、利用者が安全に利用できるよう対応を行っております。改築等を視野に検討を進める

としているところですが、施設の状況も踏まえてどのような形で改築等を行うか、またスケジュールや

その間の既存事業の継続方法なども含めまして、利用者の方が安全かつなるべく不便なく利用できるよ

う様々な調整が必要な内容がありまして、検討には時間がかかる状況にございます。 

 なお、仮移転先の検討状況につきましては、以前にもお答えしているとおり、区有施設については全
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庁的な検討事項であり、その施設の利用状況ですとか今後の方針もありますので、内部での検討状況に

ついて現時点でお伝えできる内容はなく、また、民間所有の建物のご提案につきましては、区はコメン

トできる立場にはございません。区としましては、現施設の改修等の対応を適切に行いつつ、引き続き

改築についての検討を進めてまいります。 

○田中委員長 

 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。 

○吉田委員 

 ご説明いただきましたけれども、何というか、スケジュール感というか、そういうものが全然分から

ないのです。１８歳の壁となっていますけれども、特別支援学校とかそういうところを卒業される方が

大体毎年十五、六人はいらっしゃると伺っているのですけれども、その辺の認識は間違いないでしょう

かというのが１個と、そういう方たちが区内の施設に通所なりなんなりしていかなければいけないと思

うのですけれども、その辺の受入れ状況というのはどのように計画されているのか、ごくごく基礎的な

情報だと思うのですけれども、その辺について、まず教えていただけるでしょうか。 

○松山障害者支援課長 

 私からは、特別支援学校の卒業生ということで十数名の認識で間違いがないかということですけれど

も、卒業生については十数人いらっしゃいます。ただし、そのうちに企業に就職される方、あと就労移

行支援、それから自立訓練、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、そして生活介護に行かれる方がいらっしゃる、

含まれているという状況でございます。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 受入れ状況、施設整備につきましては、今申し上げた状況を踏まえて生活介護、その他などのサービ

スの状況を把握しているところでして、先ほど申し上げました生活介護につきましては、ピッコロの受

入れ拡大や、小山台住宅跡地等の整備予定も含めまして対応を検討しているところでございます。 

○吉田委員 

 分かりました。もちろん卒業された方で確かに就労される方たちがいらっしゃるということは認識し

ているのですけれども、でも最低限、区でこれだけの受入れは予定しておく必要があるのではないかな

と思うのです。その基準となるのが毎年卒業されていく方で、ほかにも利用したいという方は当然区外

からの転入者とかもあると思いますので、プラスアルファが必要となると思うのです。その辺の施設整

備計画というのが全然見えないので、こういう陳情とかが出されてくるのだと思うのです。だから、そ

れがどこかに明記されているのであれば、それを教えていただきたい。私も、自立支援協議会とかを時

間があれば傍聴するようにしているのですけれども、その中でその辺の全体像はあまり把握できないし、

明確なものがないので、こういう陳情とか上がってくるのかなと思います。 

 先ほどご答弁の中でピッコロの事業拡大と言ったのですか、受入れがすごい進むということなのです

けれども、その辺についてももう少し詳しく情報をいただけるとありがたいのですが、私、一番最初に

障害児者施策の予算について、ちょっと踏み込んで調べないと危ういものがあるなと気づいたのがピッ

コロの事業だったので、事業内容だけ増やして契約金額を増やさなかったという本当にあり得ない予算

立てだったと思うのです。そういうことがないのか、その辺についてもきちんと点検されながら事業が

進められているのか伺いたいと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 
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 まず、整備の計画の明示というところですけれども、所要量の把握につきましては、先ほど申し上げ

たようなところで障害者支援課とも情報共有しながら、卒業生、それから、その方がそれぞれどのよう

なサービスを希望されているかというようなところも含めて対応を検討する中で、既存施設の空き状況

等も含めて、今後必要なサービス量等については、こちらも確認を行っているところでございます。障

害福祉計画等を出しているところでございますが、施設整備のところにつきまして、明示して今後の計

画等を現在出しているものはございませんので、そういったところにつきましては、以前のところでも

申し上げましたが所要量の把握、それからお示しの仕方等につきましては現在、ほかの様々なサービス

がございますので、これから次期障害福祉計画を策定するに当たりまして行う基礎調査等の内容も含め

ながら、お示しの仕方については現在も検討中でございますが、内容につきましてご明示できる形を調

整してまいりたいと考えております。 

 それから、ピッコロの移転・拡大というところでございますが、内容としましては、現在のところか

ら整備している八潮南の福祉施設の所に移転する形で利用者の定員を６名から２０名の定員を受け入れ

られるところを想定して、現在整備を行っているところでございます。 

○吉田委員 

 今後もう少しきちんと計画が示されるということは、ぜひそうしていただきたいのですが、現在のと

ころでは、今計画されているものを把握するにはどこの情報を見たらいいのでしょうということなので

す。だから、これから計画を示されるときはもうちょっときちんとした情報が入る計画にしていただき

たいのですけれども、今の整備計画が分からないからこういう陳情も出てくるのかなと思うのです。 

 例えば、今計画されている小山台住宅の跡地、あそこも障害者の施設も計画されていると思うのです

けれども、あれは説明会が開かれたけれども、高齢者のほうの計画しか出てこなかったような感じなの

ですが。それで、高齢者施設の部分の説明会が開かれてから大分時間がたっているのですけれども、ご

めんなさい、私が見落としていたとしたら申し訳ないのですが、説明会とか、そういう今現在どのよう

に事業が進んでいるかについて、どこかで公表されているとしたら伺いたいのですが。 

○東野福祉計画課長 

 小山台住宅につきましては、高齢者施設のほうがスケジュール的には先行しているというところで、

高齢者のほうの説明はさせていただいたところでございます。障害者施設についても、また説明などを

行う機会を設けてまいりますので、その際には詳しくお伝えできるかと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 現在予定している施設等の整備予定につきましては、障害福祉計画にページを設けて記載している内

容で皆様にご覧いただけるような形で、大枠につきましては、スケジュールとか実施するサービスの内

容につきましてはお示ししているところではございます。定員の予定の状況とか広さとか、そういった

個別のところにつきましては少しお問合せをいただくような状況になりますけれども、項目ですとか概

要につきましては、現在そのような形でお示ししているような状況でございます。 

○東野福祉計画課長 

 補足させていただきます。小山台の特養施設につきましては、大きい施設ということもありまして東

京都との補助金協議なども必要なので、先に事業者を決める手続なども踏まえまして、高齢者施設につ

いて先行して説明会なども実施させていただいたものでございます。 

○吉田委員 

 ということは、同じ所に建つ建物だけれども、障害者のことについてはまだ全然公表できるようなス
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ケジュールもないということなのでしょうか。それはあまりに、割と前から大々的というか、すごい期

待してしまったわけですけれども、あそこに高齢者の施設と障害者の施設ができるということで、障害

者施設が足りないという認識は前からありましたので、当事者の方たちにとってもすごい期待するとこ

ろであったのです。期待するあまり、本当にあそこに就労継続支援Ｂ型とかでしたか、本当に就労継続

支援Ｂ型が第一優先なのとかいろいろなご意見も私のところにも届いているのですけれども、その計画

が大体どれぐらい待ったらという感じで、みんなどれぐらい待ったら本当に利用開始に至るのか、その

辺のスケジュールが全然分からないということなのですけれども、まだ発表できるようなところまで

いっていないということなのでしょうか。同じ場所の建物で、そんなにずれがあってうまく進むのかし

らとかいうのも、素人考えですけれども思ってしまうのですが、いかがでしょうか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 委員のご質問ですけれども、先ほど福祉計画課長から答弁したとおり、事業者の選定等につきまして

は補助金等の関係から手続が進んでいるものがございますが、障害者施設の部分の内容につきましては、

これまでこちらの委員会の報告も含めまして一定程度はさせていただいているという認識でございまし

て、その内容につきましては住民説明会でも個別にしておりませんで、施設全体の説明の中で、こちら

の棟は特養ホーム、こちらの棟は高齢者グループホーム、それで一番南側の建物は障害者施設というよ

うなところで、そこの中の内容につきましても、委員にご指摘いただいたところで、生活介護と就労継

続支援Ｂ型、それから児童発達支援センターというところは既にお示ししているところがございますの

で、そこについては委員のご認識についてはそのとおりというところで、ただその内容を計画等、先ほ

ど申し上げた一覧等ではお示しはしていないので、その施設の建設計画はどうなっているかというよう

なところではご確認いただくことは可能ですけれども、あとはスケジュールに関しても、その時点の説

明で令和９年度の開設予定ということで、こちらにつきましては障害者計画のほうにも記載してござい

ます。ただ、そこが何月に竣工して、利用開始が何月からできるのかというところまでは、現在まだ工

事の関係もございまして調整中のところでございますが、年度までについては明らかにしているところ

でございます。 

○吉田委員 

 当事者の施設を求める方たちにとっては、利用開始がいつなのかというのがすごい重要なところで、

何となくみんな、建物が建つ時期とかそういうのが公表されているのに対して、そのときに利用できる、

使えるのだとか、入所の選定が始まるのだと思ってしまうわけです。だから、それが結局「いやいや、

これは利用開始までには至らないのです」とその場になってから知ったりするので、それがすごいスト

レスで、本当に卒後の生活を組み立てる上での重要な要素なわけではないですか、そういうものに入れ

るかどうかというのは。だからその辺をきちんと明確に、言葉の使い方を明確にして発表していただき

たいと思います。もし今はそこまでのご答弁は難しいということであれば、今後ぜひその辺は、いつあ

なたたちは利用を始めることができますよと、そこが一番大事なので、ぜひその辺はきちんとしていた

だきたいと思います。 

 それから、さっきピッコロのことについてもちょっとお答えいただいてしまったのでというか、どの

程度の事業なのかとか、それから、どれくらいの施設なのか、私は視察に行ったことがあるのですけれ

ども、あまり１人当たりのスペースが広いような状況ではなかったような気がしていて、スヌーズレン

とかの部屋も別個にあったりしたのは確認したのですけれども、どれぐらいのスペースで、どれぐらい

の受入れがあって、どれぐらいのサービスの質というものが確保されているのかは当然予算立てと関係
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してきますので、もう計画されていると思うのですけれども、その辺についてもう少し詳しく教えてい

ただけるとありがたいです。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 初めの施設の開設時期、それから事業開始の時期につきましては、今後施設の概要をご案内する際に

そこを意識して、お伝えできるようなところにつきましては、今まで不足している部分があったとすれ

ば対応できるように努めてまいりたいと思います。 

 それから、ピッコロのほうですけれども、こちらについては、委員にご指摘いただいたのは現状の施

設がというところかと思いますが、新しい移転先につきましては、今設計等を含めて調整しているとこ

ろではございますが、基本的には現状ご利用いただいている方の必要な対応も含めて対応できるように

設備を整えてございます。それに合わせて定員拡大というようなところがございますので、施設の広さ

は当然ですけれども、それ以外の入浴の関係といったところも踏まえて確認を行いながら設計の調整を

進めているところでございます。 

○吉田委員 

 ごめんなさい、二重に聞いてしまうかもしれません。だからピッコロは事業者は同じ、継続で、定員

とか事業の内容が増えるわけだから、それに対応するだけの契約金額の算定というのは改めて行われる

のですかということも伺ったと思うのですけれども。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 申し訳ありません。運営事業者につきましては、移転先で同じ事業者で行うかどうかはまだ決定して

おりませんので、そこについても相談、検討というような形でございます。ただ、受入れも含めて事業

としては拡大というところになりますので、それなりの対応の予算をつけていくことになるかとは思い

ます。 

○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

○鈴木委員 

 陳情の趣旨のところに「１８歳の壁をなくすために、障害者施設の整備を早急に進めるよう」と書か

れているのですけれども、１８の壁をなくすために今年度から生活介護の時間延長の補助金が出される

ことになって、それぞれ対応されているのではないかなと思っているのですけれども、個別に対応され

て生活介護が延長されて、基本的に１８歳になったことによって受入先がないために仕事を辞めなけれ

ばならないとか、他区に移らなければならないという状況というのはなくなったということで捉えてい

いのか、その点、１点教えてください。 

 それと、理由のところに令和７年度に心身障害者福祉会館のエレベーターの更新予定ということであ

るのですけれども、これはエレベーターの改修となると心身障害者福祉会館を一定休んでエレベーター

を設置するということになるのでしょうか、そこら辺のところはどのように進められるのかも教えてく

ださい。 

 それと、もし早急に対応していただければ、設置したばかりの耐火クロススクリーンが無駄にならな

かったというようなことで書かれているのですけれども、この耐火クロススクリーンというのはどうい

うもので、無駄になるということになるのか、その点もお聞かせください。 

○松山障害者支援課長 

 ３点ご質問いただきました。まず、１点目ですけれども、１８歳の壁の対応についてでございます。
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ご利用者やご家族の事情によりまして延長のご希望、送迎時間が個々に異なりますので、お一人お一人

のご事情に合わせて区が施設に働きかけまして延長時間等を施設側と調整を行いまして、１８歳の壁の

対応の方については全ての方に対応しておりますので、今お困りの方はいないという認識でございます。 

 それから、２点目です。エレベーターの改修についてでございます。今年度、エレベーターの改修設

計委託を行う予定でございます。それによりまして、次年度にどういう形で工事を行うかということに

なるかと思いますが、施設整備所管に確認したところ、改修するとなれば来年度以降、３か月ほどエレ

ベーターを停止しなければならないと聞いておりますので、心身障害者福祉会館の構造上、２階までは

スロープで車椅子の方も会館の脇の坂を通って後ろから入れるというような形になっておりますので、

１階部分はもちろんのこと、１階、２階については問題はないということになります。ただし３階の給

食であったり、４階の地域活動支援センターにいる方については、今後どういうような対応が取れるか

というのは、施設の指定管理者と調整をさせていただく予定でございます。 

 また、工事の内容によって、本当に実際障害者の方のご利用者の方に影響が及ばないような形でして

いただけるのかどうかということも施設整備所管と調整を行う予定です。まだ今年度は改修設計委託と

いうことでございますので、これから検討を進めていくということでございます。区としましては心身

障害者福祉会館が３か月も休みにならないような形で、ご利用者に極力影響のない形で、安心して通所

できるように考えてまいります。 

 それから３点目です。耐火クロススクリーンとはということですが、耐火クロススクリーンとは、火

災が発生したときに耐火性のあるクロスが下りてきて防火・防煙区画をつくるものでございまして、昨

年度エレベーター前に設置いたしました。無駄になるというご指摘でございますが、施設整備課に確認

しましたところ、今年度実施予定のエレベーター改修設計委託では、昨年度実施した耐火クロススク

リーン設置工事を除き、既存不適格解消のための改修計画を検討いたしますので、昨年度実施した耐火

クロススクリーンは無駄にはなりませんというという返答をもらっております。 

○鈴木委員 

 １８歳の壁というのは厚生委員会で議会報告会をやったときに発表されてみんなの認識になったわけ

ですけれども、それに対して時間延長の補助金の制度がつくられて、一人一人の実情に合わせて全ての

方が対応されているということが確認されて、よかったなと思っています。 

 それから、あとは耐火クロススクリーンは無駄にならないということで確認させていただきました。 

 あと、次の２ページのところに、令和７年度予算でリボン跡地の就労支援事業が法内事業ではなくて

区の単独の事業ということで書かれているのですけれども、これはどういうことなのか、お聞かせいた

だけたらと思います。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 就労支援事業ですけれども、こちらの内容としましては、障害のある方がこちらのリボン跡地の場所

を利用して区内福祉事業所で作られた物品とかそのほかのものを販売する物販店舗を予定しておりまし

て、そちらのところに就労の体験として障害のある方に利用していただくというようなことを想定して

いる事業でございます。こちらについては、就労継続支援Ｂ型とかそういった形ではなく、昨今、超短

時間雇用とかそういった就労事業を進めるに当たって、障害のある方が就労につながるところをスムー

ズにいくために体験といったところで就労に従事していただくというようなところを目的としているも

のでございまして、記載のとおり障害福祉サービスのものではないので、区の事業というところで実施

する予定のものでございます。 
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○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

○吉田委員 

 今のリボン跡地の就労支援事業で、障害者総合支援法に基づく支援事業ではないということは、要す

るに就労継続支援Ａ型とかＢ型とかは、何という言い方が正しいのだろう、工賃と言うのでしょうか、

国からお金が入ってくるわけです。それが一切なく、この事業の中での事業計画の中で働いている人へ

のお金というのが計上されるはずだと、私はそう理解しているのですけれども、総合支援法に基づく就

労継続支援Ａ型とかＢ型だったら一定入ってくるものがありますね、何という言い方がいいのか、働い

ている人への報酬が。それなしに区の単独事業でやるということですから、そこは事業のいわゆる一般

的な市民事業みたいな感じで、そこの収益の中から払われることになるのですか。それだとなかなか厳

しいのではないかなと思うのです、働いている人にとっては。それがどうなのかなということを確認し

たいのです。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 委員おっしゃるとおり、就労継続支援Ａ型・Ｂ型というような形で工賃が発生する障害者福祉サービ

スではないというところになります。こちらについては、先ほど申し上げたように一般就労も含めまし

て就労につながるために就労の場というのを体験していただいて、そういった正規の就労につなげるた

めの段階の事業と考えておりますので、障害のある方、従事していただいた方に報酬というのは発生し

ない形になっております。そこに勤める障害のある方をサポートするスタッフ等については、当然区の

事業ということですので、そちらの予算で対応するような形での事業の組立てということで予定してお

ります。 

 障害者のスタッフを雇用した場合には、当然そちらについては、報酬が発生する部分は区のほうで見

ていくというような形でございます。 

○吉田委員 

 ということは、同じ事業所の中で、ある障害者は雇用の対象になる、雇用されて働く、そうではない

人たちは、あくまで訓練としてそこの販売に従事して、いずれはどこかで働く場を見つけてということ

なのですか。そうすると、区の事業としては、何か月間かこういう訓練をして、次の就労に結びつける

ところまで区の事業として行うのか、その辺、ごめんなさい、いまいちこの事業のイメージがどうして

も私たち、私たちと言ってはいけない、就労継続支援Ａ型とかＢ型とか、それから就労移行支援とか、

何かそういう既存の制度に当てはめて考えてしまうのでこれがよく分からないねと。それで一番気に

なったのは、訓練とはいえそこで働くわけだから、一定こういうように頑張って働くと、少しでもそう

いう報酬が得られるのだよというのも一つの社会的な体験になるのではないかと思うのですけれども、

あくまでこれは訓練だからと、次に行くための訓練だからということだけなのかなと、その辺をもう一

度、ごめんなさい、確認させてください。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 本事業につきましては、訓練というよりは、就労につきまして、障害のある方が一般就労もしくは就

労継続支援Ａ型・Ｂ型も含めまして就労に就いたときにうまくいかなかったりとか、こういったことが

うまくできないとかそういったところが出てくることも踏まえまして、ご自身の適性に気づいていただ

くというようなところも含めて、就労を希望される方が適切な就労に就いていただくというところを踏

まえて、体験というところで用意するものでございますので、そういったところであくまでも雇用とい
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うことではなくて、そこについては、報酬は発生しないと考えているところでございます。 

○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

○やなぎさわ委員 

 先ほどピッコロの増員、定員増のお話もあったと思うのですけれども、結構品川区の重度心身障害の

日中支援というのは割とピッコロに集中しているのではないかなと思ったりもするのですけれども、そ

の辺の受け止めはいかがですか。 

○松山障害者支援課長 

 重度心身障害者の状況でございますが、ピッコロにつきましては、重度心身障害者プラス医療的ケア

が全員必要な方がいらっしゃいます。また、ほかの施設、例えば心身障害者福祉会館には重度心身障害

者の方もいらっしゃる状況でございます。医療的ケアの方もいらっしゃいますけれども、割合としては、

ピッコロは６人全員医療的ケアが必要な方ということになります。心身障害者福祉会館については、

１日２名程度の医療的ケアが必要な方が通っている施設になります。 

○やなぎさわ委員 

 現在ピッコロは６名ということで、増員は２０名でよろしいのでしょうか、確認で増員予定を。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 今のところ２０名ということで、区として整備を進めているところでございます。 

○やなぎさわ委員 

 ６人が２０人になるのか、２０人プラスになるのか。 

○佐藤障害者施策推進課長 

 ６名のところを、新たなところでは２０名になるということで、１４プラスで２０名でございます。 

○田中委員長 

 ほかにご発言はありますでしょうか。 

 ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、令和７年陳情第２１号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。継続にする、あ

るいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発

言ください。 

 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いします。 

○えのした副委員長 

 本日結論を出すで、不採択。 

 理事者のご答弁のとおりでグループホームを２か所整備していますし、今のピッコロ、重症心身障害

者通所事業所は小山台住宅跡地に拡充という、障害者福祉施設でしょうか、拡充するということです。

また、心身障害者福祉会館のエレベーター改修を、今年度は改修設計委託を行う、そして改築も視野に

入れて検討していくということでしたので、エレベーターの改修によって３階、４階は一時期という話

がありましたが、そちらを使われる事業者が、そして通所の方が安心して通えるように配慮をお願いし

ます。 

○大倉委員 

 本日結論を出すということで、不採択でお願いいたします。 

 理由としては、様々今も検討されていて、今までのお話の中でも様々バランスも考えながら、民間の
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活用などもいろいろと検討を重ねながら、最終的には改築も視野に入れているというところであります

ので、１８歳の壁をなくすためというところで施設整備が直ちに解決につながるかどうかというところ

が、ご答弁でもありましたが全体的に改築を進めているというところで、それは既に品川区のほうでも

様々検討しているというところで、不採択ということでお願いいたします。 

○あくつ委員 

 本日結論を出すで、不採択でお願いします。 

 先ほどのやり取りの中で確認をさせていただきましたが、障害者施設、通所施設も含めて、それから

心身障害者福祉会館の設備の更新も含めて今計画にのっとって行っているということでしたので、不採

択とさせていただきます。 

○鈴木委員 

 本日結論を出すということで、趣旨採択でお願いしたいと思います。 

 障害者福祉については、この間、改善がされてきていると思っています。でも、まだまだ様々障害者

施設の整備というのは進めることが必要だと思っていますので、趣旨採択でお願いします。 

○吉田委員 

 本日結論を出すで、採択で主張したいと思います。 

 今までの質疑の中で、以前よりは障害者施策が進んできたなというのは理解をいたしました。今まで

続けて陳情とかが出てまいりましたので、そういうお声を反映してということだと思いますので、その

点については本当に評価いたしますが、それでも本当に足りていないなというように思います。リボン

の跡地の事業も、これは悪くはないというか、そういう事業もすごくいろいろある中での一つとしては

あってもよいかなと思うのですけれども、基本、障害者の施設というか施策が品川区の中であまり進ん

でいない中で、本当にそれが優先して行われるべきものだったのかなというのは、ちょっと疑問に思わ

ざるを得ません。 

 ピッコロについては、本当に私が議員になった最初のときからピッコロの事業というのは使いにくい、

皆さん歓迎の下に始まった事業なのに使いにくいというご意見が結構あって、しかもあそこは車で移動

されるような方たちなのに結構行きにくい場所というのもあって、いろいろなご意見をいただいている

ところです。それは、利用が増えたとか、そういうことが進んだのはすごくいいと思いますけれども、

まだまだ障害者施策、もちろん高齢者施策もいろいろ必要な部分もあるのですけれども、品川区の場合

は他区に比べて少ないのではないかというのを痛感するところです。 

 度々陳情が出ますけれども、みんな不採択になります。ほかの区では別に陳情とかを出さなくても、

どんどん計画がオープンに示されて進んでいくわけです。一例だけ挙げると、大田区では令和１３年ま

でに２１０人分のいろいろな施設がもう計画として示されて、どんどん進んでいくという状況です。重

度の方たちの施設は２５人分増やす予定と聞いております。そもそも全体の施設の改築予定というのも

定員増の方向で区民に明らかにされて施策が進んでいくという中で、たまたまお隣の区だったので大田

区を取り上げましたけれども、ほかの区では陳情とかを出さなくても、計画が示されて、それに従って

どんどん進んでいくのだよという中では、本当に財政も結構しっかりした品川区としてそれがなくて、

陳情中にもちょっと出てきますけれども、私もほかの区の方から「何で品川区の人たちがうちの区に来

るわけですか」ということは言われます。露骨には言われないのですけれども、私の場合は少しやんわ

りとした感じですが、「品川区は財政が豊かなのだから、自分の所で施設を造るべきなのではないのか」

と、それは、これはほかのところの非難になってしまうかもしれないですけれども、障害者の方たちの
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お声が小さ過ぎるのではないか、もっと区にどんどん要望を出すべきなのではないかということも、私

のところにはほかの区の方から声が届いています。その時点で品川区議会議員としては大変恥ずかしい

です、本当に。でも他区へ行かざるを得ないのです。品川区の障害者の方たちを責めるのは間違ってい

ると思います。もうだって行かなければ、どこか施設を探さなければいけないのですから、その現状は

何とかすべきだと思います。この陳情を採択することがその一つになればと思って、私はこれの採択を

主張したいと思います。 

○やなぎさわ委員 

 本日結論を出すで、趣旨採択でお願いいたします。 

 区としても様々な取組をしていただいているというのは確認ができました。生活介護の時間延長とか

施設を増やすということの取組は一定評価させていただくという中でも、今、吉田委員が熱弁されてい

ましたとおり、障害者施設というのは請願・陳情が出なくても区が整備しているという現状が他区では

あって、やはり障害者施設の拡充、効率的な整備というのはもっと進めていくべきだと思いますし、障

害者の方が過ごしやすいまちというか暮らしやすいまちということは誰にとっても、みんな全ての方が

暮らしやすい社会だと思うので、ぜひ障害者の方の目線に立ってもう少し施策を進めていただければと

思いますので、趣旨採択とさせていただきます。 

○田中委員長 

 それでは、本陳情につきましては結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、このよ

うな取扱いでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 それでは、本件は、本日結論を出すことに決定いたしました。 

 先ほど各会派のご意見をいただきましたが、採択と趣旨採択の両方のご意見が出ておりますが、採決

は一度しか諮ることができませんのでどちらかを諮ることになりますが、今の段階で趣旨採択のほうが

多いということでございます。 

 それを踏まえまして、吉田委員におかれましては、いかがしましょうか。皆様のご意見からもう一度

ご発言をお願いしたいと思います。 

○吉田委員 

 ということであれば、趣旨採択でお願いします。 

○田中委員長 

 恐れ入ります。 

 それでは、令和７年陳情第２１号、１８歳の壁をなくすために心身障害者福祉会館等の施設整備を求

める陳情を採決いたします。 

 本件は挙手により採決いたします。 

 本件を趣旨採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○田中委員長 

 賛成者少数でございます。よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 以上で、本件および請願・陳情審査を終了いたします。 
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３ その他 

○田中委員長 

 最後に、予定表３、その他を議題に供します。 

 まず、今定例会の一般質問に係る所管質問ですが、今定例会の一般質問中、厚生委員会に関わる項目

について、所管質問をなさりたい委員がいらっしゃいましたら、その基礎となる一般質問の項目と、質

問内容をこの場でお願いいたします。 

 なお、本会議での質問の繰り返しにならないようにお願いいたします。 

 質問される委員がいらっしゃる場合は、明日、この委員会で理事者からご答弁をいただき、申し出た

委員以外の方にも議論に加わっていただくという形で進めていきたいと思います。 

 それでは、所管質問がございましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 いらっしゃらないようですので、以上で、一般質問に係る所管質問についてを終了いたします。 

 ほかに、その他で何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○田中委員長 

 ないようですので、以上でその他を終了いたします。 

 以上で、本日の予定は全て終了いたしました。 

 明日も午前１０時からの開会でございます。 

 これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。 

○午後２時４９分閉会 

 


